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1

１　地域、社
会、環境等に
配慮し、主体
的に行動しよ
うとする人を
育む

１　オーガニッ
クなまちづくり
に対する機運
を醸成し、多
様な人材を育
む機会を設け
る

№１　みんな
でつくろう「日
本初オーガ
ニックシティ」
プロジェクト

企画部 地方創
生推進
課

オーガニックなまち
づくり条例の制定

制定・施
行

－ － －

2

企画部 地方創
生推進
課

オーガニックシティ
フェスティバルの開
催

開催 ▶ ▶ ▶

11月3日の市民の日を「オーガニックデイ（オーガニッ
クの日）」と位置づけ、毎年潮浜公園で開催されてい
る食と音楽のイベント「グローカルハピネス」と融合し、
初めて屋外で「オーガニックシティフェスティバル」を開
催しました。今回のフェスティバルは「木更津あかり祭
り夜灯」等８つのイベントと連携して開催しましたが、
市内外から約１８，０００人の方にご来場いただき、
「オーガニックなまちづくり」を楽しみながら体感いただ
くことができました。

a

毎年度新しいことを取り入れながら、グレードアップさ
せてフェスティバルを開催し、「オーガニックなまちづく
り」の取組の普及啓発を行いました。その結果来場者
数が増加し、市民に幅広くまちづくりへの理解や参加
促進を図ることが出来ました。

a

3

企画部 地方創
生推進
課

オーガニックアク
ションパートナーズ
登録制度の構築・
運用 制度構築 実施 ▶ ▶

SNS等での周知を行うとともに、オーガニックシティセ
ミナーの開催時に登録制度についてチラシの配布や
説明、周知等を行いました。
【令和元年度実績】
個人登録数　　55名
団体登録数　　66名

b

登録者数はめざそう値に達しませんでしたが、オーガ
ニックシティセミナーや出前講座を始め、イベント等で
パートナーズ登録制度についてチラシの配布や説明
を行うとともに、ＳＮＳでの情報発信を積極的に行い、
広く周知を行うことができました。 c

4

企画部 地方創
生推進
課

オーガニックアク
ションの評価システ
ムの構築・運用

検討 制度設計 運用開始 ▶

検討を重ねた結果、市民等が取り組むオーガニックア
クションの評価を実施する評価システムの構築・運用
を現時点で実施することは適切ではないと判断し、ま
ずは普及啓発が重要であることから、オーガニックハ
ンドブックを活用した職員研修及び市民への出前講座
やセミナーを実施しました。

c

検討を重ねた結果、認知度・理解度の向上を図ること
が先決であり、評価システムを構築する段階にないと
判断し、実施を見送りました。

c

5

企画部 地方創
生推進
課

（仮称）オーガニッ
クなまちづくり大賞
表彰制度の導入

－ 検討 表彰 ▶

（仮称）オーガニックなまちづくり大賞表彰制度の導入
については、重ねて検討を行いましたが、現時点で実
施することは困難であると判断し、官民連携の広がり
を図るため「オーガニックアクション宣言企業登録制
度」へ方向転換し、賛同企業と一体となった取組が出
来るよう制度の充実を図りました。

c

検討を重ねた結果、「（仮称）オーガニックなまちづくり
大賞表彰制度」の実施については、時期尚早であると
判断し、平成29年度から、オーガニックなまちづくりに
取り組む企業を認定する「オーガニックアクション宣言
企業登録制度」へ方向転換しました。 c

6

市長公
室

秘書課 持続可能なまちづ
くりのビジョン共有
に向けた取組

－ 検討 実施 ▶

本市出身で、俳優、コメンテーターなど、様々な分野で
活躍されており、木更津PR大使である中尾　彬さん
と、委嘱状交付式に合わせ市長対談を実施しました。
本市のまちづくりや、台風災害、オリンピック・パラリン
ピックなど、幅広く意見交換をしていただき、その内容
は、広報きさらづの１面に新春特別対談として掲載さ
れ、また、ホームページ等でも広く情報発信を行いま
した。

b

事業の実施手法を予算措置を伴わない形に変更する
よう見直しをしたため、実施年度が１年ずれてしまった
が、最終年度に予定どおり実施することができまし
た。

b

7

企画部 地方創
生推進
課

オーガニックアク
ション宣言企業登
録制度の構築・運
用

－ 制度構築 実施 ▶

オーガニックなまちづくりを実践する企業であるオーガ
ニックアクション宣言企業として22企業に登録していた
だき、取組を広く周知するため、認定証交付式を２回
開催しました。1回目は同時に「宣言企業交流会」を開
催し、宣言企業同士の交流を行い、2回目は「オーガ
ニックなまちづくり交流会」と併せて開催し、オーガニッ
クアクションを実践する市内の各種団体と取組発表及
び交流を行いました。

a

「オーガニックアクション宣言企業登録制度」を開始し
て２年間で登録企業は52社となり、様々な取組に協力
してもらうことができました。宣言企業を通じて「オーガ
ニックなまちづくり」の趣旨に賛同した外部の大手企
業を中心に新たな官民連携の取組に繋がりました。ま
た、宣言企業同士の交流が深まることによって新たな
事業に展開するなど、地域一体となってオーガニック
なまちづくりを推進することが出来ました。

a

8

環境部 まち美
化推進
課

地域のまち美化活
動への支援

環境美化の促進を図るため、各小学校と地域と
の連携により、花を育て、歩道や公共用地への
花の植栽等を行うなど、地域住民・団体等が自
主的に取組むまちをきれいにしていく美化活動
を支援します。 実施 ▶ ▶ ▶

市内18の全小学校を拠点に、児童及び地域の方々が
連携・協力し花を育て、それを歩道等の公共用地に植
栽することにより、地域環境の美化促進及び美観風
致の維持に努めました。また、新校舎となった中郷小
学校で行った植栽式や植栽作業の風景をホームぺー
ジ等に掲載し、本事業の取り組みを紹介しました。

b

平成27年度の事業開始年度に比べ、植栽場所及び
地域の方々の協力数も増え事業が拡大され、地域環
境の美化促進及び美観風致の維持に寄与し「きれい
なまちづくり」を推進することができました。事業実施
にあたって、小学校と地域の方々の連携も円滑になり
事業を実施することができました。

b

9

環境部 まち美
化推進
課

リサイクルフェアを
通じた意識の醸成

ごみに対する市民の関心を高め、ごみの減量
化・資源化等の取組みに理解と協力を得るた
め、毎年、リサイクルフェアを開催します。

実施 ▶ ▶ ▶

リサイクルフェアをオーガニックシティフェスティバル２
０１９で初めて開催しました。当日は、リサイクルクイ
ズ、小型家電回収、ご家庭で使われなくなった食品を
回収し、集まった食品を生活困窮者に無償で提供す
るフードドライブを実施しました。例年、同時開催して
いた、ごみ減量リサイクル促進ポスターコンクールに
ついては、生涯学習フェスティバルで開催し、３Rの啓
発をしました。

b

小学４年生を対象にポスターコンクールを開催するこ
とで、小さい頃からごみに対する意識を高めました。ま
た、小学生の自由な発想のポスターを鑑賞すること
で、来場者のごみに対する関心も高めていました。ま
た、当日は会場でリサイクルフェアの催しを行うこと
で、３R（リサイクル・リユース・リデュース）の知識を深
めました（令和元年度は別日）。

b

11月3日をオーガニックデイとしてオーガニックシティフェスティバル
等を実施していくにあたり、同日開催イベントの一体感を出せるよ
う各イベントの代表者等と検討していきます。また、引き続きフェス
ティバルを通じ、市民に向けた「オーガニックなまちづくり」の普及
啓発に取り組んでいきます。

認知度向上には継続していくことが必要であるため、これまでのＳ
ＮＳ等での周知やイベント等での普及啓発を引き続き実施し、登録
勧奨を行い、登録者数の増加を目指します。

認知度・理解度の向上に重点を置き、セミナーや出前講座、イベン
ト等の実施や、SNSを活用した情報発信など、わかりやすい内容を
心掛け、更なる普及啓発を行います。

地域一体となってオーガニックなまちづくりを推進するため、賛同し
取り組む企業の登録数を増やし、連携の強化を図ります。

オーガニックなまちづくりに対する機運を醸成し、多様な人材を育
む機会を設けるため、今後も、各課や各団体等と連携して、各分野
の有識者と市長がまちづくりのビジョン等について懇談し、広く情報
を発信する「市長対談」の実施に向け取り組んでいきます。

引き続き、宣言企業の登録数の増加を図りつつ、企業同士や市民
活動団体等との連携による新たな取組に繋げるなど、地域一体と
なって更なる「オーガニックなまちづくり」のステップアップを目指し
ます。

小学校及び地域の方々に本事業が周知されてきましたが、引き続
き、更なる事業充実のため、小学校及び地域の方々と連携・協力し
事業実施に努めます。また、植栽式等事業の様子をホームページ
等に掲載し周知拡大に努めます。

引き続き、リサイクルフェアを継続して行うことで、市民のごみに対
する関心を深めていきます。令和元年度はポスターコンクールを別
日に行ったことで、例年よりも来場者が減少しました。また、同時に
開催を行うことがより知識を深めるため、今後はイベントを必ず同
時に開催していきます。

担当部

オーガニックなまちづくりを地域一体となって推
進するため、基本理念や施策の方向等を定める
「オーガニックなまちづくり条例」を制定し、取組
の発表や交流の場となるフェスティバルを開催し
ます。
また、「オーガニックアクションパートナーズ」登録
制度を導入し、取組の輪を広げていくとともに、
市民・団体・企業等が取組を進めるための活動
目標の設定及び評価の仕組みづくりや「（仮称）
オーガニックなまちづくり大賞」表彰等の取組を
進めます。
併せて、「オーガニックなまちづくり」を実践してい
る企業を「オーガニックアクション宣言企業」とし
て登録し、取組内容を対外的にPRすることで、さ
らなる活動の推進を図ります。
さらに、有識者とまちづくりのビジョンについて懇
談する場の設置について検討を行います。これ
らの取組により、日本初となるオーガニックシティ
としてのブランドの確立を図ります。

令和元年度取組結果事
業
№

担当課施　策 取組等の概要具体的な取組 その他の主な取組
リーディング
プロジェクト

基本理念
スケジュール 本取組における４年間の評価等

４年間の取組結果を踏まえた今後の方針

1 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。
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プロジェクト

基本理念
スケジュール 本取組における４年間の評価等
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10

１　地域、社
会、環境等に
配慮し、主体
的に行動しよ
うとする人を
育む

１　オーガニッ
クなまちづくり
に対する機運
を醸成し、多
様な人材を育
む機会を設け
る

№１　みんな
でつくろう「日
本初オーガ
ニックシティ」
プロジェクト

環境部 まち美
化推進
課

ごみ減量化資源化
の推進

子ども会や自治会等の資源ごみ集団回収への
助成や生ごみ減量化を推進するため、肥料化容
器等の購入設置者への助成など、一層の普及・
啓発を図ります。

実施 ▶ ▶ ▶

資源ごみ集団回収推進助成金は、総申請団体数376
団体に総交付額2,767,677円を助成しました。また、資
源回収育成助成金は総交付額1,845,983円、生ごみ肥
料化容器等購入設置助成金は、コンポスター分
38,300円、リサイクラー分629,400円を助成しました。

b

資源ごみ回収推進登録団体は定期的に継続して活
動を行っており、資源は回収してリサイクルするものと
認識を深めました。
生ごみ処理機購入設置に対する助成金の申請は
年々微増しており、また令和元年度に発生した台風の
影響もあり、興味関心を持つ市民も増えてきました。 b

11

環境部 まち美
化推進
課

市民まち美化活動
の促進

ごみの散乱防止と地域環境美化の促進及び美
観風致維持のため、市民、地域と連携し、市域
の清潔な環境づくりを推進します。

実施 ▶ ▶ ▶

ゴミゼロ運動をはじめとした４大清掃の実施、飼い犬
のふん害、ごみのポイ捨て及び不法投棄の防止に係
る看板の配布・設置、不法投棄監視委員制度の活
用、監視カメラの設置、ご当地アイドルC‐styleを活用
したポイ捨て防止啓発用ポスターの作成・配布を適
時・適切に行うことにより、不法投棄の防止と抑止に
努めました。また、雑草等処理対策においては、各地
区担当者の進捗状況を適切に管理・把握し、連携を
密に行いながら取り組んだことにより、平成16年度以
降最高の84.8％の刈取り実施率となりました。

b

ゴミゼロ運動をはじめとした4大清掃の実施、飼い犬
のふん害、ごみのポイ捨て及び不法投棄の防止に係
る看板の配布・設置、不法投棄監視員制度の活用、
監視カメラの設置を適時・適切に行うことにより、環境
美化の促進及び美観風致の維持に寄与しました。ま
た、雑草等処理対策においては、定期調査を適時・適
切に実施し、各地区担当者と連携を密に取り合い、本
事業を効率的且つ円滑に進めたことにより、刈取り実
施率80％程度を維持しました。

b

12

健康こ
ども部

スポー
ツ振興
課

スポーツを通じた
健康づくりの推進

スポーツ体験会やスポーツ・レクリエーション大
会等の開催を通じ、市民の健康体力づくりを推
進します。

実施 ▶ ▶ ▶

誰もが気軽に参加できる歩け歩け大会やスポーツ・レ
クリエーション大会を開催したほか、生涯スポーツの
普及に向け、ボッチャを種目とした市民スポーツ交流
大会を開催しました。
【歩け歩け大会参加者数】
春　50名（秋は雨天のため中止）
【スポーツ・レクリエーション大会参加者数】
全3種目　計277名
【市民スポーツ交流大会】
34名

b

世代や障がいの有無を越えて楽しめるスポーツイベ
ントや大会を開催することで、市民の健康体力づくり
の意識醸成と新たな生涯スポーツの普及に努めまし
た。

b
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健康こ
ども部

健康推
進課

健康きさらづ２１の
推進

「第３次健康きさらづ２１」に基づき、健康寿命の
延伸・健康格差の縮小に向け取組を推進しま
す。

実施 拡充 ▶ ▶

.全てのライフステージにおける保健活動を「子どもの
健康づくり推進部会」「働きざかり健康づくり推進部
会」「心の健康づくり推進部会」「食育推進部会」にお
いて、計画に沿って実施しました。早寝早起き朝ごは
ん普及のポスターやロゴマークの活用や公立保育園
での健康教育実施（保育園1園、幼稚園3園）、食育の
知識普及のため食育の歌を市内小中学校や事業等
での活用や、朝食リーフレットの配布（8,365枚）を行い
ました。がん検診受診者や若年期健康診査の受診者
の増加を図るため、開催方法の検討等を行いました
が、レディースがん検診以外は受診率が低下しまし
た。また、健診受診者に対し、生活習慣病重症化予防
のため高血圧者等181人、糖尿病性腎症予防対象者
65人に実施しました。こころ等の悩みに関しては、相
談場所の周知や研修会等を実施しました。

b

第3次健康きさらづ21の健康目標の達成に向け、4つ
の各部会活動では、関係各課と共に様々な取り組み
を行ってきました。乳幼児期からの適切な生活習慣の
確立に向けた食育活動や「早寝早起き朝ごはん」の
取組みを推進しました。働きざかり世代の健（検）診受
診者の増加を図るための取り組み、若年期からのメタ
ボ改善や中高年期では生活習慣病重症化予防に向
け、保健師と栄養士が協働し、保健指導が必要な方
のうち、各年度約8割以上の方に保健指導を実施する
ことができました。また、こころの問題では自殺予防を
中心に小中学校での講話や市職員が対応できるよう
マニュアルづくりや研修会などを実施し、自殺に関す
る知識の普及啓発ができました。

b

14

健康こ
ども部

健康推
進課

｢きさらづ健康
ウィーク」実施によ
る健康づくりへの
支援

健康ウィークを開催し、健康と体力づくりを意識
したスポーツ活動の実践や健康に対する意識向
上を図ります。

実施 ▶ ▶ ▶

市民が心豊かに健やかに生活できる健全なまちを目
指して、健康と体力づくりを意識したスポーツの実践
や健康意識の向上を図る目的で、令和元年10月27日
～11月3日まできさらづ健康ウィークを実施しました。
週間イベントでは、健康増進センターいきいき館での
運動関連の体験会に延162名、JA木更津市本店での
メインイベントでは、延251名の来場者がありました。
管理栄養士による「やさしい栄養と健康づくり」講演会
を実施し、健康ブースでは、野菜の適量チャレンジ、
お口の健康チェック、血管年齢や体組成測定など、体
験参加型により、健康を意識してもらえる機会となりま
した。

b

健康ウィークを通じて、生涯にわたる健康づくりのた
めの適切な栄養や運動方法について、市民に実践し
てもらえるよう、普及啓発を行なうことができました。
今後の更なる健康寿命の延伸のためには、イベントに
来た時のみ健康を意識するのではなく、日頃から常に
意識できるよう働きかけていく必要があります。

b

15

健康こ
ども部

健康推
進課

「健康マイレージ」
実施による健康づ
くりへの支援

健康に対する関心を高め、健康的な生活習慣を
実践する契機とするため、｢健康マイレージ事業｣
を実施します。

実施 ▶ ▶ ▶

令和元年度からは賞品の一部にアクアコインを導入
し、18歳以上の市民を対象に実施しました。応募総数
580件のうち、10代が0件、20代が5件、30代が53件、
40代が78件、50代が74件、60代が171件、70代が173
件、80代以上が26件と、依然、年配者の応募数が多
い結果となりました。 b

検討・工夫を重ねながら実施してきましたが、利用者
は開始当時から年々減少し、応募者も高齢者中心で
した。市民へのインセンティブの付与を通じ、マイレー
ジへの応募を機に健康を振り返ってもらい、健康増進
を図ってきましたが、今後は日頃から健康を意識して
健康行動が実践できるよう支援していく必要がありま
す。

b

ゴミゼロ運動をはじめとした4大清掃の実施、飼い犬のふん害、ご
みのポイ捨て及び不法投棄の防止に係る看板の配布・設置、不法
投棄監視員制度の活用、監視カメラの設置を適時・適切に行うこと
により、環境美化の促進及び美観風致の維持に努めます。また、
引き続きホームページ等を活用し、本事業の取り組みについて周
知を図ります。一方、雑草等処理対策においては、定期調査を適
時・適切に実施し、各地区担当者と連携を密に取り合い、本事業を
効率的且つ円滑に進めながら、刈取り実施率の向上を目指しま
す。

より多くの市民の健康体力づくりを推進できるよう、体を動かす機
会と場を提供し、イベントや大会の内容を工夫してまいります。

第3次健康きさらづ21は、平成28年度から令和4年度までの7か年
計画として、「木更津市健康増進計画」「木更津市母子保健計画」
「木更津食育推進計画」「木更津市歯科保健計画」の４つの計画で
構成していましたが、「木更津市自殺対策計画」の策定や、「木更
津市食育推進計画」が令和2年度中に策定予定であることを受け、
健康きさらづ21における推進体制を「子どもの健康づくり推進部
会」「働きざかりの健康推進部会」「こころの健康づくり推進部会」
「食育推進部会」の4部会から、「子どもの健康づくり推進部会」「大
人の生活習慣改善部会」の2部会に再編成することとなりました。
今後は2部会を中心に、関係各課と共に取り組めるような体制を構
築していきます。

健康ウィークの参加状況を分析すると中高年を中心とした参加状
況になっており、参加対象年齢を１８歳以上へ変更いたしました
が、若年層の応募は増えませんでした。若年層、子育て世代の健
康的な生活習慣の意識づけのため、本事業及び健康マイレージを
廃止することにしました。
令和2年度からは、健康を意識し、健康行動を実践するため、健康
アプリの活用を行います。ウォーキングの促進を図り、行政ポイン
トと連動して、地域活性への貢献の一助となるように取り組んでい
きます。

健康マイレージの参加状況を分析すると中高年を中心とした参加
状況になっており、参加対象年齢を１８歳以上へ変更いたしました
が、若年層の応募は増えませんでした。若年層、子育て世代の健
康的な生活習慣の意識づけのため、本事業及び健康ウィークを廃
止することにしました。
令和2年度からは、健康を意識し、健康行動を実践するため、健康
アプリの活用を行います。令和2年度からは、健康アプリの活用に
よるウォーキングの促進を図り、行政ポイントと連動して、地域活性
への貢献の一助となるように取り組んでいきます。

資源ごみ回収推進助成金は資源のリサイクルだけでなく、地域コ
ミュニティの形成が目的であるため、引き続き継続していきます。し
かし、市民への資源ごみ集団回収活動の広報啓発が不足している
こと、また、登録団体についても本来の活動目的等がうやむやに
なっていると見受けられます。そのため、今後は広報啓発および登
録団体への説明会開催をしていきます。
生ごみ処理機については、広報誌・HPを利用して市民への広報啓
発を行ってきます。

2 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。
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４年間の取組結果を踏まえた今後の方針

16

１　地域、社
会、環境等に
配慮し、主体
的に行動しよ
うとする人を
育む

１　オーガニッ
クなまちづくり
に対する機運
を醸成し、多
様な人材を育
む機会を設け
る

№１　みんな
でつくろう「日
本初オーガ
ニックシティ」
プロジェクト

健康こ
ども部

健康推
進課

食生活改善活動に
よる食育啓発活動

各種イベントや健診会場で食育活動を行い、健
康に対する意識向上を図ります。

実施 ▶ ▶ ▶

きさらづ健康ウィークでは、１日の野菜摂取目安350ｇ
の計量体験を55名、減塩についてのリーフレット配布
を28名に実施しました。若年期健診結果説明会では
野菜摂取についてのリーフレット配布を150名、特定
健診結果説明会では適塩みそ汁の試飲を106名、減
塩リーフレット配布を116名に実施しました。また、第3
次健康きさらづ21の食育推進部会では朝食について
のリーフレットを作成し、市内公立小学校4年生・中学
校全校、公民館等に配布しました。

b

イベントや健診等の、回数や人数の取組結果は事業
そのもののあり方により左右されるため4年間の比較
はできませんが、ホームページへの掲載や小中学生
への啓発、健康推進課前スペースでの展示、アクアラ
インマラソンのランナーサポートなど、活動の場の拡
大につなげることができました。健康推進課前スペー
スでの展示は、感覚的ではありますが来庁時に見て
いる人が増加しており、展示内容についての質問や
意見は、活動内容の参考としています。

b

17

健康こ
ども部

健康推
進課

若年期からの生活
習慣病発症予防の
推進

若年期のメタボリックシンドローム要支援者に食
事管理等の支援を行い、健康不安の解消等を図
ります。

実施 拡充 実施 ▶

集団健診6月～11月の間に6回実施、個別健診を10月
末まで実施し、合計906人受診しました。集団のポピュ
レーション教育として、368名に健診結果の見方、生活
習慣病予防について、糖質を中心とした食生活の講
話を実施し、健診結果が軽度悪化している者148名に
は集団健康教育を実施しました。また、メタボ等で保
健指導が必要な者222人中、205人（92.3％）に個別面
接等による保健指導を実施し、特にメタボの者には栄
養士による食事指導を継続的に実施しました。

b

土日開催や家族ぐるみで受診可能な会場設定等、健
診を受診しやすい環境づくりを行い、受診者数の大き
な増加はなかったものの、アンケートで受診しやすい
との声が聞かれました。
生活習慣病予防のため、健診結果の見方や適正な食
生活等についてのポピュレーション教育を保健師と栄
養士のそれぞれの専門性を活かして実施したところ、
参加者の高い理解度が得られました。
メタボリックシンドローム要支援者については、栄養指
導を中心として支援を実施し、メタボ該当者の減少が
見られました。

b

18

健康こ
ども部

健康推
進課

木更津市健康増進
センターの運営

健康増進センターを通じて、運動の場を提供し、
市民の健康増進に寄与します。

実施 ▶ ▶ ▶

 従来からの取り組みである「県民の日」「市民の日」
の無料開放、きさらづ健康ウィークとの連携、公民館
などでの出張講義などにより市民への施設の周知、
運動の目的付けを推進してまいりましたが、自然災害
の影響による運営停止期間により前年より利用者数
が少ない結果となりました。

【今年度利用者数】103,094人
【前年度利用者数】126,933人

c

　今４年間においては、各年度の取り組みにより前4
年間に対して年平均1000名程度の利用者数の増加
がみられます。また、令和元年度における「顧客満足
度調査」では施設の過ごしやすさ、サービスや料金に
ついて70～80％の満足度が得られている一方で、
プール、シャワー・ロッカー室やトイレに対する意見が
多数寄せられており、利用者満足度に影響を与えて
おります。

b

19

都市整
備部

市街地
整備課

健康づくりに向け
た環境整備

運動による健康づくりの場を提供するため、江川
総合運動場の拡張整備事業を推進します。

実施 ▶ ▶ ▶

平成３０年度より着工していた陸上競技場の整備が
令和元年５月末にて完了し、同年７月より供用開始し
ております。
また、野球場・サッカー場の拡張整備にむけて、基本
設計の見直し業務として予備設計業務委託を実施し
ました。

b

本市初となる陸上競技場が令和元年７月より供用開
始しており、市民が気軽にスポーツを楽しめる環境づ
くりに寄与しました。

b

20

教育部 まなび
支援セ
ンター

国際理解教育の推
進

様々な国籍を持つ外国語指導助手（ALT）を市内
の小中学校に派遣し、言語や異文化の理解を深
め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする姿
勢を育てます。

実施 ▶ ▶ ▶

ALTを17名から20名へ3名増員し、各小中学校へ派遣
し、外国文化や外国語によるコミュニケーション能力
の育成に努めました。また、夏季休業中を中心に新学
習指導要領や新教材についての研修を教職員向けに
実施し、教職員の指導技術の向上に努めました。 b

小学校外国語の授業に100％ALTを配置することを目
指し、ALTの計画的な増員に努めてきました。また、新
教材や新学習指導要領に関する研修を教職員向け
に実施しました。

b

21

教育部 学校教
育課・ま
なび支
援セン
ター

確かな学力の育成
の推進

学習意欲の喚起や基礎・基本の定着を図るた
め、算数・数学検定等を実施します。

実施 ▶ ▶ ▶

2回実施した算数・数学検定で、12,551人が受験し、開
始以来の受験者数はのべ154,365人となりました。
各級毎の過去問題や練習問題等を公開し、算数・数
学に対する意欲・関心の向上に努めました。 b

基礎・基本の定着を図るために、本検定を積極的に
活用するようホームページ等で学校に働きかけを行
いました。受検人数が増加し、全体の学習意欲喚起を
図ることができました。 b

22

教育部 生涯学
習課

少年自然の家キャ
ンプ場を拠点とした
青少年の自然体験
活動の促進

少年自然の家キャンプ場の利用促進を図るとと
もに、豊かな自然環境と真里谷城跡の歴史的環
境を生かした事業など、新たなプログラムの実施
に向けて取り組み、青少年の生きる力と豊かな
人間性を育みます。

実施 拡充 実施 ▶

少年自然の家キャンプ場を会場に中学生を対象とし
た生き生き体験キャンプ事業や、キャンプ場利用促進
事業として、親子での野外炊さんや竹工作を実施しま
した。また、青少年健全育成に関する各種事業を実施
し、世代間交流やボランティアの育成の場となりまし
た。
【生き生き体験キャンプ事業】
いきいきサマーキャンプ2019　参加者数　計１６人
ボランティア等２１人
【キャンプ場利用促進事業】
参加者数　計４７人（全１回）
※例年、年３回実施していましたが、台風（１０月）、新
型感染コロナウイルス対応（３月）により中止しまし
た。

b

少年自然の家キャンプ場を会場に小学校高学年及び
中学生を対象とした生き生き体験キャンプ事業は青少
年育成活動のリーダーの育成を目的として野外体験
活動でお互いが協力し合い、教え合いながら活動し、
学校・学年を超えた仲間づくりの場とすることができま
した。
また、春と秋に開催した親子で参加する利用促進事
業は竹工作、真里谷城址に関連したプログラムなど、
自然環境の中での豊かな心を育む体験活動を行い、
実施アンケートでは好評の結果となりました。これらの
事業を支えるボランティアの存在は子ども達に心豊か
な人間性を養い世代間を超えた信頼関係を築ける存
在でした。

b

誰もが日常的にスポーツに親しみ、スポーツ活動に参画できる環
境づくりを推進し、市民の健康保持・増進を図るため、令和５年度
での野球場・サッカー場の供用開始を目指します。

新学習指導要領全面実施に対応した外国語指導のさらなる充実
のために教職員やALT向けの研修を実施し、指導力の向上に努め
ます。

児童生徒が算数・数学を学習する上で、4級・6級の学習内容に課
題が見られることが明らかになりました。予想問題の事前配布を行
うことで、学習内容の定着を図ります。

今後もリーダー育成を目的とした小学校高学年及び中学生対象の
生き生き体験キャンプ事業や児童と保護者を対象としたキャンプ場
利用促進事業は学校行事等と重ならないよう考慮しながら継続実
施し、学校・学年・世代間を超えた仲間づくりができる場となるよう
普段の生活とは違った野外体験活動の中で青少年健全育成を
図ってまいります。

小学4年生・中学2年生に実施している食生活アンケートの結果よ
り、経年的に見て改善されている項目とされてない項目について明
確になった事を、関係部署と連携しながら強化していきます。また、
引き続きの活動に加え、市ホームページやきさらづプロモチャンネ
ルへの掲載など、SNSを活用した食育活動についても今後更に取
り組んでいきます。

今後も日にちや会場の設定、受診勧奨を工夫するなど受診しやす
い環境を提供していきます。
受診者に対しては、生活習慣病発症予防のため、健診結果の見
方を基礎にしたポピュレーション教育内容の充実を図り実施し、ま
た、メタボリックシンドローム該当者等には栄養指導を中心とした支
援など対象者に合った方法等を検討し、今後更なる生活習慣病予
防を推進していきます。

　今期4年の取り組みと指定管理者による運営は結果が出ていると
評価できるものの、施設設備の老朽化による印象の悪さが今後の
利用者の定着に影響を与えるものと考えられます。次期4年度にお
いては、利用者の増加を維持しつつも利用者満足度の評価を高
め、利用者の利用継続の促進を目指してまいります。

3 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。
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４年間の取組結果を踏まえた今後の方針

23

１　地域、社
会、環境等に
配慮し、主体
的に行動しよ
うとする人を
育む

１　オーガニッ
クなまちづくり
に対する機運
を醸成し、多
様な人材を育
む機会を設け
る

№１　みんな
でつくろう「日
本初オーガ
ニックシティ」
プロジェクト

教育部 学校教
育課

学校支援ボラン
ティア活動を通した
人材育成と地域コ
ミュニティーの結び
つきの強化

学校支援ボランティアを通じて、特色ある学校づ
くりや地域コミュニティーの強化等に寄与し、ま
た、子どもたちの心の教育を推進します。

実施 ▶ ▶ ▶

平成10年度に立ちあげた本事業は、各学校に定着
し、登録人数は今年度末で1,903名（前年度末1,893
名）、延べ活動人数は19,537名（前年度末19,537名）、
延べ活動件数は4,904件（前年度末5,894件）となり、登
録人数、活動件数ともに昨年度実績数を下回ってい
ます。（活動件数については、台風及び新型コロナウ
イルス感染症の影響が大きい）しかしながら、学校及
び地域における安心、安全の面や教育環境の整備、
学習支援などで重要な役割を担っており、木更津市
の教育活動に大きく寄与しています。

b

登録人数及び活動件数ともに、微増、微減の中で安
定的に推移をしている状況であり、本事業の趣旨であ
る木更津市の教育を支える「家庭、地域社会、学校・
行政によるトライアングル子育て運動」を　推進する事
業として「家庭・地域社会との協働」の形を具現化して
います。特に学校と家庭・地域との連携、地域内での
連携強化の部分では、各学校からの活動報告からも
成果が出ていることが見て取れます。また、児童生徒
のボランティアの方々にお世話になっているという意
識も高い水準にあり、市独自の学校評価木更津シス
テムにおいても「ボランティアにお世話になっている」
という項目では、小中学校ともに80％以上を推移して
おり、児童生徒の規範意識の向上にも良い影響を及
ぼしています。

b

24

教育部 生涯学
習課

各種事業を通じた
人材育成の推進

市民公開講座、生涯学習フェスティバル(実行委
員会）など、市民の学習機会を提供することで、
まちづくりを担う人材を育てます。

実施 ▶ ▶ ▶

市民公開講座は全6回の講座を実施し、103名が受講
しました。生涯学習フェスティバル2019は、社会教育
関係団体や関係課の代表33名で組織された実行委
員会が主催し、3回の会議を経て開催しました。当日
は、31団体が連携しながら、工夫を凝らした各ブース
のさまざまな催し、展示発表を行いました。約3,200名
が来場し、市内の生涯学習活動を多くの方に知ってい
ただく良い機会となりました。
※市民公開講座は例年7回実施していましたが、台風
により1回中止しました。

a

市民公開講座は木更津高専のコマを追加し、より幅
広い分野の学習環境を整えることができました。
生涯学習フェスティバルは社会教育関係団体や関係
課で組織された実行委員会が連携し、本市の生涯学
習を通したまちづくりの機運を高める機会となりまし
た。

a

25

教育部 中央公
民館

地域課題に取り組
む人材育成の推進

地域課題に取り組む事業を通して、課題解決に
主体的に参画する人材を育成します。

実施 拡充 ▶ 実施

  生活課題や地域課題の解決に向けた学習機会を全
公民館で32事業実施しました。学習成果を地域づくり
に活かし、中郷地区や中央地区などまちづくり協議会
の設立に向けて支援を行いました。

a

  地域課題解決のため、防災講座、介護予防講座、健
康講座等の事業を開催し、地域で自主的に活動する
市民を育むための学習機会を提供できました。また、
コミュニティカフェなど、新たな取り組みを通して多くの
ボランティアを発掘したり、育むことができました。 a

26

福祉部 自立支
援課

市民後見人の育成 高齢者や障害者等が、自分らしく安心して暮らす
ことができるように成年後見制度の仕組みづくり
を進めます。

実施 ▶ ▶ ▶

市民後見人養成講座終了生の活躍の場を提供する
ため、修了生が講師として、「成年後見制度」や「後見
等開始の申立手続き」の説明を各種団体に行う機会
を設けました。
また、、地域連携ネットワークを構築するため、きさら
づ成年後見支援センターによる権利擁護推進会議の
開催及び家事関係機関との意見交換を行いました。

b

2回開催した市民後見人養成講座修了者計48名のう
ち、7名が市民後見人として、20名超が成年後見支援
員として活躍できるようになりました。

b

27

経済部 観光振
興課

みなとまち木更津
推進協議会を通じ
た市民主体のまち
づくり

「みなとまち木更津推進協議会」の活動を通じ
て、多様な主体が「市民が主役のまちづくり」を
実践できる場を提供します。

実施 ▶ ▶ ▶

定期開催をしている木更津ナチュラルバル、年２回実
施している木更津バル等年間18件のイベントを通じ
て、「市民が主体となるまちづくり」を実践できる場を提
供しました。
その他、新たな取り組みとして八剱八幡神社にて、木
更津商工会議所と連携し街コンを１回開催し、交流人
口の増加及び新たな出会いの場の創出にも努めまし
た。

b

4年間の総評としては、毎年一定数のイベントを開催し
「市民が主役のまちづくり」を実践できる場所を継続的
に提供することができたと考えます。

b

28

総務部 危機管
理課

自主的な防災活動
を支える人材の育
成

地域における自主的な防災活動を支える人材育
成を推進するため、各種支援や実務者講習等を
実施します。

実施 ▶ ▶ ▶

引き続き、自主的な防災活動への支援を行いました。
また、木更津市自主防災実務者講習会（千葉県災害
対策コーディネーター養成講座）は、2回開催し、受講
しやすい環境づくりを行いました。
さらに、平成28年度から実施している地域住民主体の
防災訓練では、令和元年12月8日の木更津市防災訓
練に合わせて、各地区で地域住民が主体となり避難
所開設訓練等を実施し、有意義な訓練を実施すること
ができました。
【令和元年度自主防災実務者講習会の実績】
※千葉県災害対策ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ数（累計）：231名

a

地域における自主的な防災活動への支援を継続的に
行ったこと、木更津市自主防災実務者講習会を毎年
開催したこと、木更津市防災訓練に地域住民等にも
参加いただいたこと等、自主的な防災活動を支える人
材育成を行いました。

a

成年後見支援センターと連携し、成年後見制度の普及啓発に努め
るとともに、定期的に市民後見人養成講座を開催するなど、高齢
者や障がい者等が自分らしく安心して暮らせるよう支え手を確保・
育成していきます。

引き続き、イベント等を通じて、木更津駅及びみなと周辺の一体的
なまちづくりを促進し、市民が主役となるまちづくりの実現に努めて
いきます。

今後についても、自主的な防災活動への支援を行うとともに、令和
元年度の台風等を踏まえ、より具体的な講習会等を開催していく
必要があります。

事業開始以来、２３年の時間を費やしてきたことで、活動の安定的
な定着が図れてきています。「環境整備」、「教育活動支援」、「安
全見守り」、「部活動支援」の各分野において充実した活動が行え
るよう、事業を推進するように努めます。今後は、各小中学校の教
職員やコーディネーターに対する研修会を行い、学校における学
校支援ボランティア活動の理解をより深め、活動の更なる推進を図
ります。また、交流集会で、各校による実践発表を行い、情報の共
有や先進的な取り組み等の共有を図っていきます。

市民公開講座は、引き続き君津学園、木更津高専と協議しなが
ら、より充実した幅広い分野を提供し、市民の学習ニーズに応えら
れるよう講座の内容充実に努めます。
また、生涯学習フェスティバルは、市内の生涯学習活動の成果を
発表し、相互交流する機会となるよう引き続き実施する予定です。

　引き続き継続が必要な事業と、新たな課題の解決に向けた事業
の両方に今後も引き続き取り組み、地域活動の担い手のすそ野を
さらに広げていきます。

4 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。



具体的な取組・その他の主な取組（R1年度及び総括）
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４年間の取組結果を踏まえた今後の方針

29

１　地域、社
会、環境等に
配慮し、主体
的に行動しよ
うとする人を
育む

１　オーガニッ
クなまちづくり
に対する機運
を醸成し、多
様な人材を育
む機会を設け
る

№１　みんな
でつくろう「日
本初オーガ
ニックシティ」
プロジェクト

総務部 職員課 木更津市職員の人
材育成基本方針の
改訂

「ふるさと木更津」を次世代に引き継ぎ、持続可
能な未来を創るため、職員の能力向上、組織力
を高めることを目的とし、人材育成基本方針を改
訂します。

検討 計画 実施 ▶

人材育成に寄与すべく人事評価の制度向上を目指
し、研修等を実施しました。
会計年度任用職員制度の構築や、専門性の高い任
期付職員を採用するなど、市政の多様なニーズに対
応できるよう、制度を利用して経験豊富な人材を獲得
しました。

b

年度途中の新規採用・再任用職員・任期付職員等、
新たな形の職員任用方法を導入することにより、経験
値の高い職員を採用できました。
産業医として新たに精神科医を委嘱するなど、早期に
職員のメンタルケアができるよう体制を整えました。
係長制導入と同時期に、管理職のための組織マネジ
メントに関する研修等、希望者には管理職育成のため
の研修参加を積極的に促しました。

b

30

教育部 生涯学
習課

社会教育関係職員
の人材育成

地域の人材等をつなぎ、具体的な行動を促す役
割を担う職員を育成するため、支援や研修を行
います。

実施 拡充 実施 ▶

年度当初に公民館館長・事業担当職員合同会議を開
催し、教育委員会全体の施策についての共通理解、
関係各課との連携を図ることに努めました。また、公
民館職員会議や年4回の社会教育指導員会議を開催
し、職員としての意識向上に努めました。さらには、近
隣3市との交流も含めた研修の機会の提供に努めま
した。

b

会議を開催していくなかで、職員の力量形成、意識向
上に繋がる機会になりました。

b

31

２　新たな活
動等に挑戦す
る市民及び団
体を支援し、
有機的な連携
を構築する

№２　頑張る
市民を応援し
ようプロジェク
ト

市民部 市民活
動支援
課

市民活動支援セン
ターによる市民活
動への支援の充実

実施
指定管理
者導入 ▶ ▶

　市民活動支援センターにおいて、登録団体同士の
活発な交流を促進するため、登録団体交流会を開催
いたしました。また、台風１５号等の災害があったこと
から、市民活動団体が災害時でも迅速に活動が行え
るよう、防災に焦点をあてたボランティア講座を開催
いたしました。 b

　平成28年4月から指定管理者制度を導入し、民間ノ
ウハウを活かした管理運営を行いました、その結果と
して、会議室の稼働率及び市民活動登録団体、来館
者数が増加し、活発な市民活動が実施されておりま
す。
　とくに、登録団体の交流会は登録団体同士が繋がる
ことによって、新たな活動の進展だけではなく、既存
の活動の発展にも繋がっております。

b

32

市民部 市民活
動支援
課

協働のまちづくり活
動への支援

実施 ▶ ▶ ▶

協働のまちづくりへの支援として、令和元年度につい
ても、市民活動団体等が実施する公益性のある事業
を支援する協働のまちづくり活動支援事業により、13
団体を採択し、補助金を交付しました。
交付事業は、子育て、介護、文化、環境等地域がか
かえる様々な課題の解決に向けた事業が実施されま
した。

b

協働のまちづくりへの支援として、市民活動団体等が
実施する公益性のある事業を支援する、協働のまち
づくり活動支援事業により、財政面の支援として補助
金を交付しました。
交付事業は、多様化する地域課題の解決に向けた、
福祉、文化、スポーツ、環境等の様々な分野における
事業があり、新規の事業に対する支援による活動基
盤の強化や、既存事業に対する支援による活動の拡
充等を図ることができ、市民活動の活性化が図られ
た。

b

33

経済部 産業振
興課

産業・創業支援セ
ンターを通じた支
援の推進

産業・創業支援センターを拠点として、あらゆる
分野の産業支援を行うことで、産業の活性化を
推進します。

実施 ▶ ▶ ▶

令和元年度は相談件数が1,537件、創業支援件数が
21件（前年比1.5倍）となり、令和元年8月に実施した利
用者を対象としたアンケートでは、約68％が「売上増
が見込める」と回答するなど、利用者の満足度が高い
結果となりました。また、全国BiZサミットへの参加をは
じめとした、各Biz自治体との成果、課題等の共有によ
り相互の支援力・連携力の向上を図り、体制の強化に
努めました。

a

４年間を総じて、相談件数が3,836件、創業支援件数
が50件となりました。
特に、らづ-Bizが発足した平成30年2月からの件数増
加は著しく、相談件数は取組期間内でおよそ4倍、創
業支援件数もおよそ2倍増加しました。
このことから、様々な分野の産業支援として十分に機
能しており、産業活性化の一助となっていると考えら
れます。

a

　引き続き、指定管理者による民間ノウハウを活かした管理運営を
行うことで、市民活動の活発化を図ります。また、市民活動団体の
活動を活発化させるため、行政ポイント制度を活用し、市民活動へ
の参加者の増加を図り、市民活動従事者の人手不足を解消してい
きます。
　さらに、若年層にも市民活動に参加しやすく、情報を受け取りや
すい環境を整えるため、SNSを活用した、情報発信を行っていきま
す。

民間のノウハウを生かす指定管理者制度を導入した市民活動支
援センター、令和元年のに開館した金田地域交流センター等、市
民活動団体の活動拠点が整備されたことで、本市における市民活
動は活発化してきております。さらには、市民活動の推進等を目的
とした行政ポイント制度の実施により、市民活動への参加者の増
加が図られ、市民活動への関心の高まっています。
このような状況において、多様化する地域課題解決のための活動
等の協働のまちづくり活動を支援するため、引き続き補助金の交
付による財政面の支援をしていきます。また、補助金の交付方法
の見直しや外部からの支援の受け入れとしてクラウドファンディン
グ等の導入検討による支援の充実と、活動の周知を通じた本事業
のさらなる推進、市民活動の活性化を図っていきます。

引続き、中小事業者の売上増や創業者に対する伴走型の支援を
行うとともに、プロジェクトマネージャーの導入により、更なる支援
機能の強化を図ります。また、ITやデザインの専門アドバイザーや
中小企業診断士等の各部門の専門家と連携して、より具体的で即
効性のある提案を行うとともに、新しい生活様式に対応した、事業
継続性のある企画・提案を行います。

諸制度の積極的活用により、優秀な人材の獲得・育成と心身のケ
アに努めます。

社会教育振興施策のさらなる充実を図るため、各種研修会を開催
します。また、関係職員の資質向上に努めます。

様々な市民活動に対する支援や有機的な連携
の構築に向け、平成２９年度から市民活動支援
センターに新たに指定管理者制度を導入し、民
間のノウハウを活かした支援の充実を図ります。
また、市民活動団体等が主体となって行う福祉・
環境・教育・文化・スポーツなどの公益性のある
取組に対し、財政面で支援を行います。

5 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。
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業
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リーディング
プロジェクト

基本理念
スケジュール 本取組における４年間の評価等

４年間の取組結果を踏まえた今後の方針

34

１　地域、社
会、環境等に
配慮し、主体
的に行動しよ
うとする人を
育む

３　学校教
育、社会教育
等を通じて、
ふるさとに誇
りと愛着を持
つ市民を育む

№３　金鈴塚
古墳出土品
の魅力創出プ
ロジェクト

教育部 郷土博
物館金
のすず

金鈴塚古墳出土品
の国宝化をめざし
た調査研究

実施 ▶ ▶ ▶

文化庁および県文化財課の指導の下、金鈴塚古墳出
土品の目録・台帳および個別管理台帳（961件）を新
たに作成し、文化庁に提出しました。また、全国の研
究者に協力をいただき、再整理報告書を作成し、文化
庁の文化審議会資料として提出しました。 b

今まで詳細が不明であった金鈴塚古墳出土品の全体
像を悉皆的に調査し、報告することができたことによ
り、すべての研究者が研究の素材として取り扱うこと
ができるようになります。これにより、金鈴塚古墳出土
品の分析から古墳時代後期の日本と東アジアの研究
が進むとともに、ふるさと文化への誇りや愛着が涵養
されるものと期待されます。

b

35

教育部 文化
課・郷
土博物
館金の
すず

金鈴塚古墳出土品
の魅力創出に向け
た取組のＰＲ活動

－ 実施 ▶ ▶

市民を対象とした、公開シンポウム「金鈴塚古墳の主
に迫る」を開催し、170名の参加がありました。金鈴塚
古墳教材用のパンフレット、クリヤーファイルを小学６
年生に配布しました。イラストパンフレット「教えてきさ
ポン金鈴塚のひみつ」を作成し、小学３～５年生に配
付しました。
『金鈴塚古墳出土品再整理報告書』を刊行しました。
工事休館再構築（リニューアル）を実施しました。

b

金鈴塚古墳出土品の国宝指定に向け、再整理報告
書を刊行しました。また、各小学校へ金鈴塚古墳を題
材とする教材の配布、古墳時代装束の製作、公開シ
ンポジウムの開催等により、出土品について新たな価
値の創出を図ることができました。
郷土博物館金のすずにおいては、常設展示のリ
ニューアルと展示資料の充実を目指すことにより、ふ
るさとに誇りと愛着を持つ市民を育み、来館者の増加
を図ることができました。

b

36

教育部 まなび
支援セ
ンター

地域学習の推進 小学校３・４年生が社会科の学習で使用する副
読本の編集を通して、本市の歴史や情勢を的確
に理解するとともに、地域の一員としての自覚や
誇り、愛情を育む教育の推進を図ります。 実施 ▶ ▶ ▶

小学校社会科副読本「わたしたちの木更津」を小学校
3年生に配布し、3・4年生の環境学習への問題意識化
を図りました。
また、新学習指導要領に即した内容に加除訂正や資
料等の更新を進めました。

b

３年に１回の部分改訂、10年に１回の全面改訂組織
の立ち上げ・準備に計画的に取り組むことができまし
た。

b

37

教育部 文化課 木更津市史編さん
に向けた取組

新たな『木更津市史』編さんを通して、本市の文
化・歴史・自然を再確認するとともに、全国へ発
信し、魅力ある木更津を紹介していきます。

実施 ▶ ▶ ▶

市史編集部会委員による資料調査を実施しました。
また、「木更津市史研究　第３号」、「木更津市史編さ
ん事業公開講座記録集　平成３０年度」、「木更津市
史編さんだより　第４号」を発行し、市史編さんに係る
情報を発信しました。 a

市史編集部会の追加設置や共同調査、調査実習受
け入れなどを行い、調査内容及び範囲の拡充を図り
ながら調査を継続することができました。
また、市史編さん事業公開講座を実施し、その成果を
「記録集」として刊行するとともに、「木更津市史編さん
だより」のほか、「木更津市史研究」を刊行し、市史編
さん事業による調査成果の公表と周知活動の拡充を
図ることができました。

a

38

都市整
備部

都市政
策課

良好な景観形成の
推進

良好な景観形成の推進を図るとともに、地域へ
の誇りや愛着を醸成するため、講演会や写真展
を開催します。

実施 ▶ ▶ ▶

他団体等において、木更津市の景観等に関する写真
コンクールが開催されたため、重複するので木更津市
景観写真展の開催を見送りました。
木更津駅みなと口地区の景観形成重点地区の指定
に関する説明会を4回実施しました。

b

他団体等において、木更津市の景観等に関する写真
コンクールが開催され、その開催において地域への
誇りや愛着を醸成されると考えられるので、経費等の
削減を考慮し、景観写真展を中止としました。
木更津駅みなと口地区の景観形成重点地区指定に
向け地元説明会を実施し、景観形成基準を策定しま
した。

b

39

２　自然と共
に発展する持
続可能なまち
の基盤を整備
する

４　多様な地
域資源を活か
し、新たな価
値を創出する
産業を振興す
る

№４　木更津
の魅力を引き
出す観光地
域づくりプロ
ジェクト

経済部 観光振
興課

木更津版ＤＭＯの
設立及び運営に対
する支援

検討
設立・運
営支援

運営支援 ▶

　御朱印ツアーや竹細工体験、東京湾クルージング等
の地域の文化・自然を活用した着地型体験を中心とし
たプログラムを造成し、東京丸の内KITTEで都心部を
ターゲットにイベントを実施しました。イベントの内容と
しては、木更津PR大使とのコラボレーションによるプロ
モーションや物産展を開催し、約5,000人の来訪客で
賑わいました。
　また、特産品であるブルーベリーの認知度向上を図
るためのプロモーション・販路拡大にも取り組みまし
た。成果として、県主催の「食のちばの逸品を発掘
2020」コンテストで市内事業者のブルーベリーを使用
した焼き菓子が審査員特別賞を受賞しました。さら
に、ブルーベリー園の入込客数も前年度比6.8%増加し
たことから、一定の効果が得られているものと考えま
す。

b

　観光地域づくり法人きさらづＤＭＯが多様な主体の
連携を促す舵取り役として地域の稼ぐ力を引き出し、
地域経済の循環・地方創生につながる取り組みを推
進してきました。
　本事業については、内閣府の地域再生計画の採択
を受けて実施したもので、3つのKPI（重要業績評価指
標）を設定しています。KPI①「着地型観光商品の開発
による旅行受入者数」では数値目標を達成し、里山・
里海の自然、歴史文化等の地域資源を活用した着地
型観光ツアーの造成を通じて、市内外問わず多くの方
に体験してもらい、本市の魅力発信に繋げることがで
きました。KPI②「大規模集客施設を除く年間観光入込
客数」でも数値目標を達成し、上記着地型体験ツアー
等を通じて、沿岸部の来訪客を内陸部へ回遊させる
目的は概ね達成できたと考えます。KPI③「人口の社
会増」では未達成でしたが、人口の社会増に寄与する
取り組みを検討し、持続可能なまちづくりの形成につ
なげていきます。

b

40

経済部 観光振
興課

自然体験観光の推
進

実施 ▶ ▶ 運営支援

　観光地域づくり法人きさらづＤＭＯ主導で、海苔すき
体験、簀立て体験を合計１８回開催し、1,094名の参加
がありました。
体験参加者には、理解を深めてもらうために講師を招
き里海事業に関する講義も行いました。

b

市が実施した過去３年間のモニターツアーをもとに、４
年目の令和元年度には、観光地域づくり法人きさらづ
ＤＭＯ主導で、自然体験観光プログラムをテーマとし
たメニューを創生することができました。 b

41

経済部 観光振
興課

インバウンド観光
の推進

実施 ▶ ▶ ▶

　ベトナム・ダナン市交流事業として、令和元年7月末
にベトナムダナン市との友好協定締結に向けた市長
トップセールスに併せ、観光や産業に関する市内民間
事業者を集い、現地の文化交流フェスティバルや
JNTO主催の旅行会社商談会への参加を通じて、本
市の魅力発信や経済交流に取り組みました。
　また、ベトナム教育機関の学生36名を受け入れ、市
内小中学校との部活動交流やホームステイ体験を通
じた異文化交流を促進し、市民の国際感覚を養う機
会を創出しました。
　さらに、英語版の市内地図付きガイドマップの作成
や、観光案内所のJNTO認定外国人案内所カテゴリー
2に向けた準備を進めることで、東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会に向けた受入体制の強化に取り
組みました。

b

　本市の訪日宿泊客数の推移に着目すると、平成28
年の58,479人から平成31年（令和元年）の71,662人と
大幅に増加していることから、東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会開催による日本への関心の高まりに
よる特需のほか、これまでの官民共同によるプロモー
ション活動等の成果によるものと考えます。

b

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした特需により
訪日入込客数の増加が見込まれるので、観光地域づくり法人きさ
らづDMOと連携し、利用者のニーズに応じた着地の整備を進める
ことで受け入れ環境の強化を図ります。
　さらに、羽田空港の国際線就航路線が拡大されているため、羽
田空港内TICとの連携を強化し、東京湾アクアラインの近接性など
本市の立地優位性や地域資源の魅力発信に取り組みます。

副読本編集委員会、関係各課・事業所と連絡を密に取りながら、
木更津市の特色を生かした新しい副読本を作成します。

市史編集部会による資料調査を継続して進めます。「木更津市史
編さんだより」「木更津市史研究」「公開講座記録集」の刊行や、公
開講座を開催し、市史編さん事業による調査成果の公表と周知活
動の拡充を図ります。
また、「木更津市史デジタルアーカイブ公開事業」を進めます。

木更津駅みなと口地区の景観重点地区指定に向け、景観推進審
議会の意見を参考に手続きを進めていきます。重点地区指定後に
は、地域住民等へ景観形成基準に遵守してもらえるよう周知を
行っていきます。

　観光地域づくり法人きさらづＤＭＯの今後の方向性として、現在
の候補ＤＭＯから登録ＤＭＯに向けた取り組みを加速させます。
　具体的には、着地型観光の整備や事業者間の連携強化、さらに
は県内他地域ＤＭＯや観光協会との積極的な横展開を図ることで
持続可能な観光地域づくりにつなげていくため、引き続き支援・連
携を行っていきます。

引き続き、観光地域づくり法人きさらづＤＭＯ主導で自然体験プロ
グラムを創生し、ツアー開催を行っていきます。

研究成果をひろく市民に周知するために、研究成果を踏まえた常
設展示の再構築と講座開催等による教育普及を目指します。ま
た、報告書をもとに、一般向けの概説書を作成します。

金鈴塚古墳出土品再整理報告書に示された研究成果等につい
て、市民への還元をめざします。小学生へ教材としてのパンフレッ
ト等の配布を内容の修正を加えつつ継続的に行います。

ふるさとに誇りと愛着を持つ市民を育むため、国
の重要文化財である「金の鈴」などの上総木更
津金鈴塚古墳出土品について、考古遺物として
県内初の国宝指定に向け、国や県の指導のもと
学術的な整理作業を実施し、本市の新たな価値
の創出を図ります。また、こうした取組を各小中
学校の授業の中で触れるとともに、広く市民に対
し情報発信を行うことで、郷土博物館金のすず
の来館者の増加を図ります。

多様な地域資源を活かし、新たな価値を創出す
る観光づくりを推進するため、市内の関係団体
や事業者等と合意形成を図りながら、戦略的な
マーケティング調査・分析に基づく観光プロモー
ションや観光ツアー造成などを行い、「観光地域
づくりの推進役」を担う民間主導の組織である
「木更津版ＤＭＯ」の設立及び設立後の活動を数
年にわたり支援します。また、自然体験プログラ
ムをテーマとしたメニューを創生し、着地型観光
プログラムの実現をめざします。さらに、海外か
らの観光客誘致に向けて、都心との近接性等を
活かした、自然とのふれあいや新鮮な食材など
を、官民一体で宣伝していきます。

6 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。
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42

２　自然と共
に発展する持
続可能なまち
の基盤を整備
する

４　多様な地
域資源を活か
し、新たな価
値を創出する
産業を振興す
る

№４　木更津
の魅力を引き
出す観光地
域づくりプロ
ジェクト

経済部 産業振
興課

企業誘致の推進 かずさアカデミアパークをはじめとする誘致拠点
への企業立地を促進し、経済活動の活性化を推
進します。

実施 ▶ ▶ ▶

立地希望企業などからの相談などに対応するととも
に、市内への再投資を促進するため、立地済み企業
への個別訪問を行いました。また、令和元年度に実施
した「産業立地促進条例」の改正において、交付条件
を緩和することで対象企業の増加を図り、企業の投資
意欲を促進しました。

a

立地を検討している企業へのきめ細かな支援及び、
立地済み企業へのフォローアップを継続して実施した
ことで、かずさアカデミアパークの立地が進展し、残す
区画もわずかとなりました。 a

43

農業委
員会事
務局

農地等の利用の最
適化の推進

地域ごとの農地パトロールや地区懇談会の開催
等を通じて、農地利用の集積・集約化や新規参
入の促進を図ります。

実施 拡充 実施 ▶

例年どおり、農業委員及び職員で農地利用状況調査
を実施しました。また、その調査結果をもとに地区会
議等を実施しました。

b

農地利用状況調査を実施し、その結果を踏まえて懇
談会を行い、鎌足地区については人・農地プラン等の
計画を立てることで農地利用の集積・集約化を進める
ことができました。
その他の地区についても農業委員と農地利用最適化
推進委員が連携し、地区の課題解決に向け尽力し、
農地等の利用の最適化の推進を図っていきました。

b

44

５　地産地消
など域内循環
を促進し、環
境に配慮した
事業活動又
は暮らし方を
奨励する

№５　地元野
菜を食べて循
環・学校給食
プロジェクト

教育部 学校給
食課

学校給食を活用し
た地域活性化への
取組

実施
実施校拡

大 ▶ 継続実施

鎌足小・中学校の学校給食において、地元産食材を
積極的に活用し、献立に取り入れました。また、給食
の野菜くずから生成された液肥は、鎌足小学校で野
菜の栽培など食育等に活用し、成分分析を実施しまし
た。地元産食材の拡大については、関係者と食材や
時期を協議し、給食用の食材生産者が必要であるこ
とを確認しました。

b

鎌足地区では、地元野菜を使用した献立の作成が定
着しました。給食の野菜くずから生成した液肥は、小
学校の野菜栽培等で食育に活用しています。地元産
食材の拡大は、納入への課題が確認できたことから、
引き続き関係事業者と協議していきます。 b

45

経済部 農林水
産課

有機米の生産促進
に向けた取組

検討
調査・研

究
試行 実施

市内5名の生産者の協力を得て、市内公立小中学校
の学校給食提供に向けた有機米（有機JAS認証を目
指した農薬・化学肥料を一切使用しない栽培方法によ
り生産された米）の生産を開始しました。
約1.8ヘクタールの圃場において有機米を生産し、12
月16日、18日、19日の3日間、市内公立小中学校（全
30校）の学校給食に提供しました。
また、提供初日の12月16日には、真舟小学校の6年
生児童と生産者等が給食を共にし、生産者との交流
の場を創出しました。

b

計画期間となる4年間において、市内5名の生産者の
協力を得て、有機米の栽培を開始し、3日間ではある
ものの市内公立全小中学校の学校給食に提供できた
ことは、概ねプラン通りに実行できたものと評価してい
ます。

b

46

教育部 学校給
食課

有機米を使用した
学校給食の提供

検討 ▶ ▶ 一部実施

市内の生産者が栽培した農薬・化学肥料を使用しな
い米を全小中学校の給食へ円滑に提供できるよう精
米、炊飯、配送などを行いました。その結果、令和元
年度は、３日間提供することができました。 b

令和元年度から継続的な有機米生産への取り組みが
始まり、学校給食への提供が可能となりました。

b

47

経済部 農林水
産課

環境に配慮した農
業活動の推進

環境負荷の低減を図る資材の導入等の取組に
対して支援を行います。

検討 実施 ▶ ▶

園芸農業用廃プラスチック類の適正処理を図るため、
木更津市農業用廃プラスチック対策協議会の行う適
正な回収処理の啓発と回収計画の樹立及び回収と適
正な処理を実施しました。さらに、生分解性マルチフィ
ルム導入費用の助成を進め、農村環境の保全や施設
園芸農家の健全な発展を図りました。
【協議会が行った適正処理量】
塩化ビニール：3,490kg
ポリエチレン：8,450kg
【費用を助成した生分解性マルチフィルムの使用面
積】
約6.75ha

b

園芸農業用廃プラスチック類の適正処理を図るため、
木更津市農業用廃プラスチック対策協議会の行う適
正な回収処理の啓発と回収計画の樹立及び回収と適
正な処理を実施しました。さらに、生分解性マルチフィ
ルム導入費用の助成を進め、農村環境の保全や施設
園芸農家の健全発展を図りました。
【協議会が行った適正処理量】
塩化ビニール：11,680kg
ポリエチレン ：18,930kg
【費用を助成した生分解性マルチフィルムの使用面
積】
約17.19ha

b

48

経済部 農林水
産課

木更津産農林水産
物等の流通促進

流通事業者や飲食店等を対象に木更津産農林
水産物のPRを行うほか、生産者団体等と連携し
食と農をテーマとするイベントを開催します。

実施 ▶ ▶ ▶

5回目を迎える「食」と「農」をテーマとするイベント「グ
ローカル・ハピネス」を「木更津市オーガニックシティ
フェスティバル2019」と共同開催し、本市農産物のPR
や販売促進、味噌づくり体験などを通じた食育を推進
しました。
また、本市の基幹作物である米のブランド化や販路拡
大につなげるため、本市を会場に「第21回米・食味分
析鑑定コンクール：国際大会in木更津」を開催しまし
た。
なお、木更津産農林水産物やそれらを用いた加工品
のブランド化・販路拡大に資するため、アジア最大級
の食品・飲料専門展示会である「FOODEX
JAPAN2020」への出展を支援することにより、生産者
等の販路拡大を後押ししてきましたが、令和元年度に
ついては、「新型コロナウイルス感染症」の影響によ
り、本展示会が開催中止となりました。

b

計画期間（4年間）において、継続的に木更津産農林
水産物やそれらを用いた加工品の販路拡大やPRの
場を提供するとともに、生産者団体等と連携した「食」
と「農」をテーマとするイベントを開催し、本市農林水
産物の流通促進に寄与しているものと評価していま
す。

b

49

総務部 管財課 環境負荷の少ない
交通手段の推進

共用車両を環境性能の優れた車両へ入れ替え
るほか、公用自転車を導入し、環境負荷の低減
に努めます。

検討 ▶ 実施 ▶

共用自動車は、新規に１台電気自動車を購入いたし
ました。
　しかしながら、その他については新規購入ができ
ず、入れ替えができていない状況です。
公用自転車については、業務改善提案においても提
出されたため、今後も引き続き諸問題を検討して参り
ます。

c

環境負荷の少ない交通手段の推進を目標としており
ましたが、現状は、車両の老朽化が進み、事故等によ
り保険の責任額以上に修理金額が上回り、廃車せざ
るを得ない状況であるため。共用車両の減少につい
て対応を迫られました。そのため公用自転車の導入
について十分な検討に至りませんでした。

c

農薬・化学肥料を使用しない米の令和元年度提供日数３日間を増
やし、学校給食へ提供できるよう図ります。
児童・生徒が生産者を身近に感じられる効果的な働きかけを検討
していきます。

今後も引き続き、環境に配慮した農業活動を推進する必要から、さ
らなる園芸農業用廃プラスチック類の適正処理に対し支援を行い、
さらに、生分解性マルチフィルム導入費用の助成を行うことで、廃
プラスチック処理量の削減とほ場における作業の効率化を進め、
農村環境の保全と施設園芸農家の健全発展を図ります。

令和元年9月に発生した台風15号被害からの早期復旧・復興への
支援に努めるとともに、「新型コロナウイルス感染症」収束への動
向を注視しつつ、継続的なイベント開催に向けて、生産者団体等と
の協議・調整を進めます。

共用車両の老朽化を解決するため、引き続き車両購入を要望し、
環境性能の優れた車両へ入れ替えていきたいと考えます。
　また、公用自転車の導入ついても、検討しなければならない問題
を一つずつ解決していき早期の導入を目指し、環境負荷の低減に
努めます。

引き続き、立地を検討している企業の相談に対応するとともに、立
地済み企業の市内への再投資を促進するため、個別訪問し継続
的にフォローアップします。
また、企業の投資動向や市内事業用地情報の把握に努め、企業
ニーズに即応できる誘致活動を行っていきます。

農地利用の集積・集約化の計画を立てている地区については、引
き続き計画通りに実行するとともに、その他の地区については、農
業委員と農地利用最適化推進委員が中心となり、地区の課題解
決や新規参入の掘り起こしなど、より一層の農地利用の集積・集
約の促進を図ります。

鎌足地区の取り組みを継続し、地元産野菜を使用した給食の提供
拡大に向け、引き続き関係者等と協議・検討していきます。

市内生産者で組織する「木更津市有機農業推進協議会」や関係機
関等と連携し、学校給食提供に向けた有機米の生産拡大に努める
とともに、基幹作物である米の付加価値向上やブランド化を推進す
るとともに、生産者と消費者の交流の場を創出することで地産地消
や食育の推進を図ります。

地産地消を促進し、環境に配慮した暮らしを奨
励するため、市内の農村部に位置する小中学校
において、地元農家が生産するオーガニック野
菜等を給食食材に使用して、その残渣を校内に
設置した生ごみ処理機で堆肥化し、地元農家へ
還元する循環の取組を通して、食育を推進する
とともに、地域経済の活性化を図ります。また、２
０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催に
向けて、有機農産物等への需要が高まる中、学
校給食への提供をはじめとして、有機米の生産
促進に向けた取組を支援します。

7 ページ
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50

２　自然と共
に発展する持
続可能なまち
の基盤を整備
する

５　地産地消
など域内循環
を促進し、環
境に配慮した
事業活動又
は暮らし方を
奨励する

№５　地元野
菜を食べて循
環・学校給食
プロジェクト

総務部 資産管
理課

公共建築物整備の
基本指針に基づく
整備の推進

オーガニックなまちづくりを踏まえた公共建築物
整備の基本指針を策定し、指針に基づく取組を
推進します。

策定 推進 ▶ ▶

　令和元年度におきましては、消防新庁舎の内装を木
質化するなど、指針に基づく整備を実施しました。

b

　平成28年度にオーガニックなまちづくりを推進するた
め、『木更津市公共建築物整備の基本方針』を策定し
ました。
　その後、本基本方針に基づき、平成29年度には金
田地域交流センター、平成30年度には中郷小学校、
鳥居崎公園公衆トイレ、令和元年度には消防新庁舎
の整備を実施しました。
　なお、本基本方針に基づいた公共施設の整備を
行ったことにより、本市が進めるオーガニックなまちづ
くりの推進に寄与することができました。

b

51

総務部 資産管
理課

環境に配慮した木
造校舎の建設

中郷小学校について、自然で温かみのある木造
校舎を建設するとともに、太陽光発電設備を設
置します。

実施 ▶ ▶ －

　中郷小学校の整備については、平成29年度、平成
30年度の2ヵ年度継続事業として、木造校舎を建設し
ました。
　しかしながら、本校舎に設置予定だった太陽発電設
備については、設置に係る交付金の内示を得られな
かったことから、未設置となりました。
　

c

52

都市整
備部

市街地
整備課

公園整備の取組 地球温暖化対策として、温室効果ガス吸収源対
策に資する公園緑地の整備を推進します。

実施 ▶ ▶ ▶

　西山公園の整備を実施しました。また、金田東１号
近隣公園については一部を整備し、便所の整備に応
札業者がいなかったことから繰越を行い、令和２年度
も引き続き実施していきます。

b

平成２８年度より４年間で鯨ノ組公園(金田東２号街区
公園)、前河原公園(金田東５号街区公園)、山王公園
(金田東１号街区公園)、中野公園(金田東７号街区公
園)、牛込ふれあい公園(金田東３号街区公園)、金田
東公園(金田東４号街区公園)、西山公園の計７公園と
金田東１号近隣公園の一部の整備を行いました。
これにより、温室効果ガス吸収源となる緑地公園が増
加しました。

b

53

かずさ
水道広
域連合
企業団

水道施設における
自然エネルギー利
用の推進

官民連携による水道施設の特性を利用した効率
的な小水力発電の取組について、経済性、導入
方法等の検討を行います。

検討 ▶ 実施 ▶

　平成31年3月末より発電が開始され、令和元年度は
発電し易いような施設運転を行い、安定した発電量を
得ることができました。
　また、かずさ水道広域連合企業団としては、他の水
道施設でも小水力発電が導入できるか、調査、検討を
実施し、自然エネルギー利用の推進を図りました。

b

　事業着手までに、本来の水道事業に対する安全性
や、経済性、導入方法といった諸問題を解決し、小水
力発電の設置、及び発電開始が出来たことにより、自
然エネルギー利用の推進が図れました。

b

54

環境部 環境管
理課

住宅用省エネル
ギー設備導入の促
進

一般家庭等に住宅用省エネルギー設備を設置
する方に対して補助金を交付し、環境に配慮し
たまちづくりをめざします。

実施 ▶ ▶ ▶

太陽光発電システムなどの住宅用省エネルギー設備
4設備を設置した市民に対して、合計149件12,778,000
円の補助金を交付し、家庭におけるエネルギー利用
の効率化、最適化を図りました。 b

当該補助金を交付することにより、住宅用省エネル
ギー設備の普及促進につながり、家庭におけるエネ
ルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最
適化が図られました。 b

55

環境部 まち美
化推進
課

生ごみ堆肥化への
取組

市内小・中学校等から発生した給食の残りを堆
肥化し、ごみ減量化を推進します。

実施 ▶ ▶ ▶

小中学校等から発生する給食残渣を回収し、生ごみ
処理機により堆肥化を行いごみの減量化を行いまし
た。生ごみ処理機から生成された肥料は、広報にて周
知を行い、市民へ配布を行いました。

b

生ごみ処理機設置後、給食残渣の回収・堆肥化は毎
年度継続し、肥料配布も安定的にできています。

b

　今後の方針としましては、太陽発電設備の設置を行うため、関係
各課等と協議を行っていきます。

公園予定地周辺の住宅張り付き状況、地域の特性及び地域住民
の要望等を勘案し、公園整備を実施のうえ、早期供用開始を図る
予定です。令和２年度以降は、金田東１号近隣公園未整備分、金
田東６号街区公園、請西千束台特定土地区画整理事業地区内の
２公園、今後帰属をされる予定の金田西特定土地区画整理事業地
区内の７公園を、順次整備していきます。

　かずさ水道広域連合企業団としては、今後も他の水道施設でも
小水力発電が導入できるか、調査、検討を実施し、自然エネル
ギー利用の推進を図ります。

近年の長期停電の経験により防災意識が高まっており、太陽光発
電システムに合わせて、蓄電池システムを設置する家庭も増えて
いることから、当該補助金は低炭素社会実現だけでなく、自立分散
型エネルギーの確保や地域防災力強化のためにも更なる推進を
図ります。

引き続き、給食残渣を回収し生ごみ処理機により堆肥化を行い、
生成された肥料は市民へ配布を行うことによりごみ減量化を促進
します。また、広報やホームページ等を利用して取り組みの周知を
図ります。

　今後の方針としましては、『木更津市公共建築物の基本方針』に
基づき、引き続き公共建築物の整備を実施していきます。

8 ページ
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56

２　自然と共
に発展する持
続可能なまち
の基盤を整備
する

６　地域特性
に応じた拠点
を形成し、豊
かな里山及び
里海を保全
し、活用する

№６　コンパク
ト＋ネットワー
クの拠点づく
りプロジェクト

経済部 産業振
興課

内港周辺地区の魅
力向上に向けた取
組

地域特性を活かした拠点の形成を推進するた
め、木更津駅周辺地区については、市庁舎など
の公共施設の再配置や内港を含めた中心市街
地のあり方について整理するとともに、環境の整
備や良好な住宅の供給等による居住機能の強
化に向けて、マンション建設補助・取得助成を推
進します。また、賑わいづくりとして、「みなと木更
津うみ祭り」や「木更津バル」、「木更津ナチュラ
ルバル」、「イルミネーション設置」等の取組や、
庁内横断的な組織の設置により、賑わいづくり
の検討を実施します。さらに、木更津港が、新た
な人々の受入拠点となるよう、大型外航クルー
ズ船の寄港実現に向け、基盤整備や誘致活動
を推進します。
木更津東インターチェンジ周辺については、地方
創生の拠点となる「道の駅」の整備を推進し、平
成２９年秋に開業します。
拠点間をつなぐネットワークについては、広域幹
線道路網の整備効果を地域に波及させる道路
網の整備を進めるとともに、地域公共交通網形
成計画を策定し、持続可能な公共交通の実現を
めざします。
良好な景観形成に向けて、植栽等の取組を行う
団体に対し支援を行います。

マスター
プラン作

成

事業ス
キームの
検討／
マーケ
ティング

調査

基本計
画・実施
計画作成

整備促進

　平成30年までの事業ヒアリングの結果を踏まえて、
公募設置等指針を定め、民間事業者を公募したとこ
ろ、複数の事業者からの応募があり、専門家等による
公募対象公園施設設置等予定者選定委員会にて審
査したところ、鳥居崎海浜公園を一体的に整備・管理
する事業者が選定されました。

b

　平成30年までの事業者ヒアリングや事業スキームの
検討により、公園法改正により新設された公募設置管
理制度（Park-PFI）を活用し、民間活力の導入により
公園利用者に新たなサービスを提供するとともに、民
間資金と国の社会資本整備総合交付金の活用により
活用することで公園施設に係る財政負担の軽減を図
りました。公園整備を行う事業が選定されたことで、大
型クルーズ船寄港の際の賑わいの拠点としての基盤
整備が推進されました。

b

57

都市整
備部

住宅課 マンション建設補
助・取得助成によ
る街なか居住の促
進

制度運用 補助実施 ▶ ▶

街なか居住マンション建設補助事業として、国庫補助
金の申請を行い、３棟のマンションに補助金を支出し
ました。

b

新規1件を含めた3棟のマンションに対して、街なか居
住マンション建設補助事業として、国庫補助金の申請
を行い、補助金を支出してきました。また、事業の適
正な執行を確認してきました。

b

58

経済部 観光振
興課

街なかの賑わい創
出に向けた取組

実施 ▶ ▶ ▶

 「木更津ナチュラルバル」、「木更津バル」等のイベン
トを定期的に実施し、街なかの賑わい創出に努めまし
た。
また「木更津ナチュラルバル」については、謎解きイベ
ント、木更津冬花火等と同時開催し、更なる賑わいづ
くりに取り組みました。

b

4年間の総評としては、 「木更津ナチュラルバル」、
「木更津バル」等の定期イベント「KISARAZU PARK
BAY　FESTIVAL」等の大規模イベントを実施し、街な
かの賑わい創出に努めることができたと考えます。
また、実施するイベントについてはSNSや市HP等を通
じて、広くPRし集客に努めました。

b

59

経済部 観光振
興課

大型外航クルーズ
船誘致に向けた取
組

誘致・課
題整理

誘致・基
盤整備

誘致 ▶

３年連続となる大型クルーズ船「ぱしふぃっくびいな
す」の入港が実現しました。
「木更津港クルーズファンクラブ」を立ち上げ会員募集
をしたところ、会員数は３００名超となりました。
また、国内外のクルーズ運航会社や旅行代理店を訪
問し、木更津港の誘致活動を行うとともに、中国で開
催されたクルーズフォーラムへブース出展を行い、ク
ルーズ船寄港誘致活動を実施しました。 b

４年間の総評としましては、貨物専用岸壁である木更
津港公共ふ頭Ｇ／Ｈ岸壁へ大型クルーズ船の入港を
目指すこととし誘致活動を実施したところ、平成２９年
度から令和元年度まで３年連続となる大型クルーズ
船「ぱしふぃっくびいなす」の入港が実現しました。令
和２年度につきましても入港が決定しています。こうし
た取り組みが評価され、平成３０年度には（一社）日本
外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー
2018」特別賞を受賞しました
また、国内外のクルーズ船運航会社、旅行代理店と
の関係構築や誘致実現に向けた取り組みを実施でき
ました。

b

60

経済部 農林水
産課

地方創生の拠点と
なる「道の駅」の整
備

実施設
計・工事

着手

工事・開
業

運営 ▶

首都圏中央連絡自動車道木更津東インターチェンジ
近傍に整備した市初となる道の駅「木更津 うまくたの
里」について、来場者の一層の利便性・快適性を高め
るため、土日・祝日の駐車場混雑解消に向けて、圏央
道南側に新たな駐車場（66台分）を整備しました。
また、国土交通省が実施しているETC2.0掲載車を対
象とした高速道路からの一時退出を可能とする社会
実験「賢い料金」の対象施設として選定され、令和2年
2月1日より本社会実験がスタートしました。

b

平成29年10月に開業した市初となる道の駅「木更津
うまくたの里」については、開業から令和元年度末ま
での約2年半において、①レジ通過者数累計：約120
万人、②売上累計：約18億円、を記録するなど、新た
な賑わいを創出し、広域的な交流拠点としての役割を
果たしているものと評価しています。

a

　令和元年度に選定された事業者と協議を進め、パークベイプロ
ジェクトの先導的施設として鳥居崎海浜公園の整備を推進します。
　整備の効果を検証しながら、プロジェクトの次の対象である吾妻
公園、中の島公園の取り組みについて、民間事業者のヒアリング
を実施し、民間活力の導入のための公募の条件を検討します。

引き続き、街なか居住マンション建設補助事業の適正な事業の執
行について確認していきます。

今後も、継続的にイベントを開催し、街なかの賑わい創出に努めて
いきます。SNS、HP等によるPRについても引き続き行っていきま
す。

木更津港への大型外航クルーズ船寄港や東京オリンピック競技大
会開催時の「ホテルシップ」実現に向け、継続的な誘致活動や商談
会などで積極的なプロモーションなどを行うとともに、クルーズ船寄
港時のおもてなし実施により、木更津港の知名度と満足度向上に
取り組みます。

国際的・全国的に猛威を振るう「新型コロナウイルス感染症」によ
り、人の移動・外出が大きく制限される中、利用者・売上ともに前年
を下回る状況が危惧されますが、国の社会実験「賢い料金」の効
果を取り込みつつ、圏央道南側の駐車場隣接地を農作業や収穫
体験が可能な体験農園として整備し、新たな魅力向上に努めま
す。

地域特性を活かした拠点の形成を推進するた
め、木更津駅周辺地区については、市庁舎など
の公共施設の再配置や内港を含めた中心市街
地のあり方について整理するとともに、環境の整
備や良好な住宅の供給等による居住機能の強
化に向けて、マンション建設補助・取得助成を推
進します。また、賑わいづくりとして、「みなと木更
津うみ祭り」や「木更津バル」、「木更津ナチュラ
ルバル」、「イルミネーション設置」等の取組や、
庁内横断的な組織の設置により、賑わいづくり
の検討を実施します。さらに、木更津港が、新た
な人々の受入拠点となるよう、大型外航クルー
ズ船の寄港実現に向け、基盤整備や誘致活動
を推進します。
木更津東インターチェンジ周辺については、地方
創生の拠点となる「道の駅」の整備を推進し、平
成２９年秋に開業します。
拠点間をつなぐネットワークについては、広域幹
線道路網の整備効果を地域に波及させる道路
網の整備を進めるとともに、地域公共交通網形
成計画を策定し、持続可能な公共交通の実現を
めざします。
良好な景観形成に向けて、植栽等の取組を行う
団体に対し支援を行います。

9 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。



具体的な取組・その他の主な取組（R1年度及び総括）
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業
№

担当課施　策 取組等の概要具体的な取組 その他の主な取組
リーディング
プロジェクト

基本理念
スケジュール 本取組における４年間の評価等

４年間の取組結果を踏まえた今後の方針

61

２　自然と共
に発展する持
続可能なまち
の基盤を整備
する

６　地域特性
に応じた拠点
を形成し、豊
かな里山及び
里海を保全
し、活用する

№６　コンパク
ト＋ネットワー
クの拠点づく
りプロジェクト

都市整
備部

都市政
策課

良好な景観形成の
推進

検討 実施 ▶ ▶

市内の良好な景観形成に資する事業を実施した市民
団体への補助金として、令和元年度は4団体に補助
金を支出しました。

b

市内の良好な景観形成に資する事業を実施している
市民団体等に、広報きさらづや市HPを通じて啓蒙、啓
発を行い、H30年度は1団体だったのが4団体に増え
ました。 b

62

都市整
備部

土木課 道路網の整備

実施 ▶ ▶ ▶

本取組に係る道路整備事業について、工事実施に向
けて下郡大稲線については、橋梁予備設計実施し、
市道２０２５号線及び市道６４３１号線については、道
路改良工事実施し、事業の進捗を図りました。 b

本取組における４年間については、各事業の用地取
得、物件補償、詳細設計などの進捗を図り、市道２０２
５号線及び市道６４３１号線については、道路改良工
事を実施するなど、事業の進捗を図る事ができまし
た。

b

63

企画部 地域政
策課

公共交通の再編に
向けた取組

計画方針
策定

計画策定
計画に基
づく取組 ▶

　平成29年度策定の「木更津市地域公共交通網形成
計画」及び平成30年度の「木更津市地域公共交通再
編検討調査」を踏まえ、事業を具現化するための「木
更津市地域公共交通再編実施計画」を策定しました。
　また、富来田地区において地域住民や交通事業者
等との協議を重ね新たな交通システムの運行形態を
構築し、地域公共交通活性化協議会の場で同意を得
ました。
　さらに、平成30年度に大幅な路線バスの減便が行
われた真舟地区や波岡地区において、全戸配布の
「路線バスに関するアンケート調査」を実施し、意見を
取りまとめた後、地域住民・交通事業者を交えた路線
バスに関する住民意見交換会を行いました。

b

　計画策定については、「木更津市地域公共交通（路
線バス）に関する基本方針」の改定、「地域公共交通
網形成計画」の策定に続き、「公共交通再編実施計
画」を策定しました。
　また、「公共交通網形成計画」に位置付けた事業に
ついては、新たな交通システムの実証運行の開始が
相次ぐ災害により地域住民や交通事業者との協議・
調整に不測の期間を要し一年ずれ込んだものの、そ
の他は概ね実施できたことから、ほぼプランどおりの
取り組みを実施しているものと評価しています。

b

64

経済部 産業振
興課

電子地域通貨「ア
クアコイン」の導入
普及促進に向けた
取組

「14万市民がつながる　きさらづデジタル2020
チーム」からのICTの推進に関する報告書の具
現化に向けて、地域金融機関・行政・商工会議
所の連携による、スマートフォンを活用した電子
地域通貨のプラットフォームを構築・運用するこ
とで、市民等の地域への愛着を高め、地域経済
と地域コミュニティの活性化を目指します。

－ 検討 実施 ▶

　国の地方創生推進交付金を活用し、アクアコイン普
及推進協議会及びワーキング部会を設立し、本協議
会及び部会が、イベント事業、PR推進事業、チャージ
利便性向上事業、機能拡充に向けた検討対応事業を
行いました。
　イベント事業については、令和2年3月に、君津信用
組合を通じて実施した、アクアコインによる消費喚起を
目的としたポイントキャンペーンにより、当該月のアク
アコイン利用額は、平均の2倍程度となる約4,500万コ
インとなりました。
　PR推進事業については、アクアコイン専用ホーム
ページを運営するとともに、アクアコインアプリを使っ
たキャッシュレス体験会を実施するなど、アプリ利用
者の増加を促進しました。
　チャージ利便性向上事業については、プリペイド
カード販売店に対し、販売額に応じた販売手数料を支
払うことで、プリペイドカード取扱店の増加を促進し、
利用者のチャージ利便性の向上を図りました。
　機能拡充に向けた検討対応事業については、バン
ク機能の追加やユーザー専用新電力プランへの対応
のためのシステム改修を行い、アプリの利便性向上を
促進しました。
　また、「電子地域通貨アクアコイン推進本部」におい
て、行政分野におけるアクアコインの利活用について
検討し、市民課における証明書発行手数料及び公民
館における施設使用料について、アクアコインによる
受け入れを開始しました。

b

平成30年10月から、電子地域通貨「アクアコイン」の
稼働を開始し、令和2年3月末までの累計で、加盟店
数は565店舗、利用金額は293,674千円、加盟店間取
引コイン数は14,561千円となりました。
　各取組指標は伸びていますが、最終年度の目標を
達成できる見込みまでは立っていないため、引き続
き、目標達成に向けた施策について検討・実施する必
要があります。

b

65

環境部 環境管
理課

盤洲干潟の保全に
対する支援

自然干潟の環境保全の維持を推進し、干潟保全
に関する市民等の意識を高めるほか、ボランティ
ア団体に補助金を交付します。

実施 ▶ ▶ ▶

盤洲干潟の保全のため、海岸のクリーン活動を行うボ
ランティア団体へ補助金を交付し、多くの市民等がク
リーン作戦や干潟観察会等に参加して、干潟保全に
関する意識を高めることができました。また、クリーン
作戦のゴミの回収や干潟に仮設トイレを設置するな
ど、活動を支援しました。
また、盤洲干潟の観察の場をより多くの市民等に提供
し、自然環境の大切さを啓発するため、遊歩道整備を
行いました。

b

盤洲干潟の保全のため、海岸のクリーン活動を行うボ
ランティア団体へ補助金を交付するとともに、ゴミの回
収や仮設トイレの設置による支援を行い、多くの市民
等がクリーン作戦や干潟観察会等に参加し干潟保全
活動を通して、自然環境の保全に関する意識を高め
ることができました。
また、盤洲干潟まで安全に往来できるよう、遊歩道整
備を行いました。

b

66

経済部 農林水
産課

漁場の環境保全及
び生態系保全に対
する活動支援

干潟等の漁場の環境及び生態系を保全する活
動に対し支援を行い、水産資源の増進、安定供
給を図ります。

実施 ▶ ▶ ▶

漁業者等グループによる害敵生物駆除（カイヤドリウ
ミグモ、ツメタガイ、アオサ等）や底質改善等の干潟等
の保全活動に対し支援を行いました。
しかし、平成19年以降に発生したカイヤドリウミグモの
影響は大きく、アサリに寄生し、斃死を引き起こすた
め、水産資源の回復には依然として厳しい状況が続
いております。

b

水産業を取り巻く環境は厳しい状況にありますことか
ら、害敵生物駆除（カイヤドリウミグモ等）及び底質改
善（死殻の除去等）に対する干潟等の保全活動への
支援を実施し、水産資源（アサリ等）の安定供給等に
向けて取り組みを実施しました。 b

本市水産業を取り巻く環境は未だ厳しい状況にあります。
このこととから、今後も害敵生物駆除（カイヤドリウミグモ等）及び
底質改善（死殻の除去等）に対する干潟等の保全活動への支援を
実施し、水産資源（アサリ等）の安定供給等に向けて取り組みを実
施します。

今後も引続き広報きさらづや市HPを通じて啓蒙、啓発を行い、更
に申請団体を増やします。

令和２年度以降についても、下郡大稲線については、引き続き設
計業務を実施し、市道２０２５号線及び市道６４３１号線について
は、道路改良工事を実施し、更なる事業進捗を図ります。

　「地域公共交通再編実施計画」に基づき、地域住民・交通事業
者・関係事業者と連係し、交通不便地域における新たな交通シス
テムの導入や路線バスの再編を推進するほか、公共交通総合マッ
プの作成や公共交通のバリアフリー化など利用促進を図りながら、
地域需要に応えた持続可能な公共交通の再構築に向けて取り組
みます。

　アクアコイン普及推進協議会及びワーキング部会が実施する事
業を中心に、アクアコインの利用者、加盟店及び利用額の増加を
目指します。
　利用者向けには、コンビニＡＴＭを利用したチャージ機能や、アプ
リ上で自身の口座からのチャージが完結する機能を追加し、チャー
ジ利便性を高め、利用の促進を図ります。また、ポイントキャンペー
ンなどによる消費喚起とあわせて、アクアコインによる寄附受入事
業や、健康アプリと連携したらづポイント付与事業を実施するなど、
地域通貨としての側面からも利用を促進できる環境を整えます。
　加盟店向けには、アクアコインへの加盟条件の緩和を君津信用
組合と協議し、当組合の口座以外でも、加盟が可能となる枠組み
の実現を目指します。また、加盟店間取引コイン数の増加を目的
に、アクアコインによる事業者間取引の利便性向上機能の追加に
ついて検討します。
　電子地域通貨アクアコイン推進本部においては、アクアコインに
よる公金支出のスキームを構築し、各種団体における補助金等の
支出にアクアコインを活用し、コインの流通量の増加を通じた、アク
アコイン利用額の底上げを目指します。また、引き続きその他の行
政分野においてアクアコインが活用できる場面を検討します。

盤図干潟保全のための海岸のクリーン活動については、ボラン
ティア団体の高齢化の課題があることから、継続実施につなげる
仕組みづくりの再構築に取り組むとともに、補助金の交付、広報活
動の充実により、参加者を募り、干潟保全活動を通し、自然環境の
保全に関する意識の更なる向上に努めます。
また、環境保護協定の締結により、絶滅危惧種や希少種の保護に
努め、自然と共に発展する持続可能なまちづくりに取り組みます。

地域特性を活かした拠点の形成を推進するた
め、木更津駅周辺地区については、市庁舎など
の公共施設の再配置や内港を含めた中心市街
地のあり方について整理するとともに、環境の整
備や良好な住宅の供給等による居住機能の強
化に向けて、マンション建設補助・取得助成を推
進します。また、賑わいづくりとして、「みなと木更
津うみ祭り」や「木更津バル」、「木更津ナチュラ
ルバル」、「イルミネーション設置」等の取組や、
庁内横断的な組織の設置により、賑わいづくり
の検討を実施します。さらに、木更津港が、新た
な人々の受入拠点となるよう、大型外航クルー
ズ船の寄港実現に向け、基盤整備や誘致活動
を推進します。
木更津東インターチェンジ周辺については、地方
創生の拠点となる「道の駅」の整備を推進し、平
成２９年秋に開業します。
拠点間をつなぐネットワークについては、広域幹
線道路網の整備効果を地域に波及させる道路
網の整備を進めるとともに、地域公共交通網形
成計画を策定し、持続可能な公共交通の実現を
めざします。
良好な景観形成に向けて、植栽等の取組を行う
団体に対し支援を行います。

10 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。



具体的な取組・その他の主な取組（R1年度及び総括）

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 取組結果 評　価 取組結果 評　価
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業
№

担当課施　策 取組等の概要具体的な取組 その他の主な取組
リーディング
プロジェクト

基本理念
スケジュール 本取組における４年間の評価等

４年間の取組結果を踏まえた今後の方針

67

２　自然と共
に発展する持
続可能なまち
の基盤を整備
する

６　地域特性
に応じた拠点
を形成し、豊
かな里山及び
里海を保全
し、活用する

№６　コンパク
ト＋ネットワー
クの拠点づく
りプロジェクト

経済部 農林水
産課

林業の振興 森林の整備や再生への支援、里山・林の整備・
保全活動への支援を行います。

実施 ▶ ▶ ▶

間伐、作業路開設等の森林整備事業に対して支援し
ました。また、サンブスギの非赤枯性溝腐病により被
害を受けた森林の再生を図るため、被害木の伐倒・
搬出、跡地の植栽及び資源の運搬までを行った事業
に対して支援しました。さらに、地域住民等で組織す
る活動組織が実施する里山林の保全管理に関する活
動に対して支援しました。

b

森林の整備や保全を効果的・計画的に実施する事業
に対して支援を行うことにより、森林整備を促進しまし
た。また、被害林の整備事業対して支援を行うことに
より、森林の再生を促進しました。さらに、里山林の保
全管理に関する活動を支援することにより、里山林の
整備を促進しました。

b

68

都市整
備部

都市政
策課

木更津都市計画地
区計画の決定

鎌足地区において、耕作放棄地の解消、有機農
産物の生産販売などに取り組む団体の取組の
推進を図るため、地区計画を定め、循環型農業
の推進に寄与します。 実施 － － －

69

経済部 農林水
産課・
産業振
興課

新たな交流拠点形
成に対する支援

事業者が行う地域振興や農業振興を推進する
農村と都市との新たな交流拠点の形成の取組に
対し支援します。

実施 ▶ ▶ ▶

道の駅を拠点とした新たな魅力向上を図るため、市内
農業者を対象として、農山漁村滞在型旅行である「農
泊」への取組意向に関するアンケート調査を実施しま
した。

b

平成29年10月に開業した道の駅「木更津 うまくたの
里」を拠点として、新たな賑わい創出に資する各種体
験機会の創出やサイクルツーリズム等の振興に努
め、都市と農村の交流促進に寄与したものと評価して
います。 b

70

３　多様なあ
り方を認め合
い、支え合う、
自立した地域
社会の仕組
みを構築する

７　地域の自
主的な活動等
に対し支援す
る

№７　広げよう
地域が主体
のまちづくり
プロジェクト

市民部 市民活
動支援
課

地区まちづくり協議
会への支援

地域推進
職員導入 ▶ ▶ ▶

中郷地区において、新たに地区まちづくり協議会が設
立され、これで市内8地区目となりました。未設立地区
に対しては、引き続き、地区まちづくり協議会の意義
等についての説明を行いました。
また、地区まちづくり協議会の活性化を図るための支
援として、地域推進職員制度による市職員106名を派
遣し、地域住民との活動を通じ、課題の共有等を行い
ました。 b

多様化する地域課題解決のため、地域自治の確立を
目指し、市内公民館区域単位での地区まちづくり協議
会の設立を推進してきました。
その地区まちづくり協議会への支援として、地域自治
振興補助金の交付による財政的支援に加え、平成28
年度からは、市職員を各地区に派遣する地域推進職
員制度による人的支援を行いました。
この地域推進職員制度により、市職員が地域の活動
に参加したことで地域の実情を共有することができ、
協働の推進を図ることができました。また、職員自身
にとっても、これらの経験が非常に重要なものになっ
たと考えます。

b

71

市民部 市民活
動支援
課

金田地域交流セン
ターの整備

実施設計 建設 ▶ 供用開始

　平成31年4月1日より、金田地域交流センターを開館
いたしました。同施設では指定管理者制度を導入し、
民間ノウハウを活かした管理運営を行いました。な
お、施設への愛着と認知度向上を図るため、施設の
愛称募集を行い、愛称「きさてらす」が決定いたしまし
た。

b

　平成28年から施設の実施設計を行い、以降、竣工ま
で準備を行い、平成31年4月より供用を開始いたしま
した。また、指定管理者制度を導入したことで、民間ノ
ウハウを活かした自主事業の開催等によって、市民
相互の交流及び地域コミュニティの活性化が図れて
おります。

b

72

総務部 危機管
理課

地域が自ら動き、
支えあう防災活動
の推進

新規設立の自主防災組織に対し資器材を交付
するほか、避難行動要支援者名簿を活用し、災
害時に円滑に安否確認や避難支援をするため
の環境をつくります。

実施 ▶ ▶ ▶

令和元年度については、自主防災組織の新規設立が
無かったことから、資器材交付を行いませんでした。
また令和元年６月に民生委員に対し、避難行動要支
援者支援プラン（個別計画）を配布しました。

b

自主防災組織の6団体に資器材交付を行いました。ま
た、避難行動要支援者支援プラン作成に伴う説明会、
郵送・回収、取りまとめ等を行い、民生委員に配布し
ました。以上のことから、災害時に円滑に安否確認や
避難支援をするための環境づくりが進みました。

b

73

総務部 危機管
理課

自主防災組織など
が整備する防災基
盤への支援

自主防災組織などが整備する災害用井戸など
の設備に係る初期費用の一部助成について検
討します。

－ 検討 ▶ 実施

　自主防災組織等からニーズのあったダイヤル式
キーボックスを各避難所に設置するとともに、避難所
開設担当職員を選定しました。あわせて、開設時に使
用する避難者名簿等の整備を行いました。
　また、市民が所有している井戸を災害時に活用する
ため、災害用井戸の登録制度を制定しました。 b

自主防災組織等から意見や備品等の具体的なニー
ズを把握しました。設備への助成には至りませんでし
たが、災害用井戸の登録制度等を開始し、防災基盤
への支援を行いました。

b

　令和２年度以降についても、民間ノウハウを活かした、地域コミュ
ニティの活性化を図るため、指定管理者制度を継続いたします。ま
た、指定管理者と協議し、施設の稼働率を向上いたします。

更なる自主防災組織新規設立に向けた説明会の開催や、設立に
伴う資器材の交付が必要です。また、避難行動要支援者プラン（個
別計画）については、新規対象者への郵送・回収・取りまとめ作業
や、民生委員だけではなく、自治会・自主防災組織・児童委員等に
も配布する必要があります。

令和元年度の台風等の経験から、自主防災組織等の意見やニー
ズを踏まえ、自主防災組織などが整備する防災基盤への支援を検
討する必要があります。

森林の有する国土保全や水源涵養等の多面的機能を総合的・持
続的に発揮させるために、計画的な森林整備に対して、引き続き
支援してまいります。また、サンブスギの非赤枯性溝腐病により被
害を受けた森林の再生を図るための取組に対して、引き続き支援
してまいります。さらに、地域住民等で組織する活動組織が実施す
る里山林の保全管理に関する活動に対して、引き続き支援してま
いります。

道の駅「木更津　うまくたの里」を中心に、市内生産者と連携した新
たな商品開発に向けた取組を支援するとともに、「農泊」の推進に
よる都市と農村の交流促進を図ります。

今後についても、地域自治の確立を目指す、地区まちづくり協議会
の設立推進のため、未設立地区において、地区まちづくり協議会
の意義等をさらに説明していくほか、地区まちづくり協議会への支
援として、地域自治振興補助金による財政的支援と地域推進職員
制度による人的支援についても、多様化する地域課題に対応でき
るよう、さらなる推進をしていきます。

防災や防犯、福祉等のさまざまな地域課題の解
決に向けて、地域が主体となって取り組むことの
できる仕組みづくりとして、地区まちづくり協議会
の新規設立を促進するとともに、まちづくり協議
会に参加し、ともに活動する地域推進職員を通
じた支援の充実等により、全市的な取組へと拡
大を図ります。また、東京湾アクアライン効果を
活かし、職住近接の新たな玄関口となった、金
田地区の地域性を踏まえ、人口増加に対応した
施設整備を図ることで、賑わいある交流拠点の
形成及び商業・居住機能が調和した良好な住環
境のまちづくりを推進するため、金田地域交流セ
ンターを整備します。

11 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。
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74

３　多様なあ
り方を認め合
い、支え合う、
自立した地域
社会の仕組
みを構築する

７　地域の自
主的な活動等
に対し支援す
る

№７　広げよう
地域が主体
のまちづくり
プロジェクト

消防本
部

警防課 消防団と自主防災
組織との連携強化
に向けた取組

災害時において消防団と自主防災組織との適切
な役割分担のもと、相互の連携協力を図るため
の支援を行います。

検討 ▶ 実施 ▶

　平成31年4月に大学生・専門学生等の若い力を消防
団活動へ活かしたく「機能別分団学生部」を発足し、
22名でスタートし、主に災害時に必要な応急手当講習
や市民に対して防災指導を実施するための講習を行
いました。
　また、継続した取り組みとして、基本団員は、地域と
密着して防災訓練や各種行事を実施し、機能別分団
女性部については、市内の各種イベントや消防本部
主催の救急講習に参加し、それぞれ、市民の方々に
その存在意義や活動内容を示し、地域と連携協力を
図りました。

b

　災害時において、消防団と自主防災組織との適切
な役割分担のもと、相互の連携協力を図るための支
援として、基本団員による地域密着型の防災訓練へ
の参加、機能別分団女性部による「木更津市消防団
災害対応マニュアル」に基づいた大規模災害時の避
難所運営訓練の参加、更には、大学生・専門学生等
の若い力を消防団活動に活かすため機能別分団学
生部を発足したことなどを理由に「プラン以上の取り組
みを実施している」と評価します。

a

75

総務部 危機管
理課

災害時支援者登録
制度の創設に向け
た取組

事業所等が災害時に協力できる活動内容を登
録し、地域住民に周知する制度について検討し
ます。

－ 検討 ▶ 実施

令和元年度台風１５号等の影響により、災害協定を締
結している事業所や域内事業所から多大なる支援を
いただきました。各事業所が災害時にどのような支援
をいただけるか等を整理しました。

b

避難所別の避難所運営マニュアル作成の中で、事業
者等から協力を得るべき活動内容を検討しました。ま
た昨年の台風等を踏まえ、事業者の協力内容を整理
しました。

b

76

福祉部 高齢者
福祉課

生活支援体制整備
の推進

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在
宅生活を継続できるように、高齢者を支える体制
づくりを推進します。

検討 実施 ▶ ▶

新たに、市社協へ委託をし、令和2年1月に2箇所目と
なる岩根東地区に生活支援コーディネーターを配置し
ました。
波岡東地区では、生活支援コーディネーターを中心
に、地域課題の抽出や解決を行う第2層協議体を設
置し、支援体制を構築することができました。 b

平成31年2月に生活支援体制整備事業を開始し、波
岡東地区および岩根東地区に、それぞれ生活支援
コーディネーターを配置しました。
生活支援体制整備の専任スタッフである生活支援
コーディネーターを中心に、地区社協や町内会で組織
した地域課題の抽出や解決を行う第2層協議体の設
置・運営を進めています。

b

77

福祉部 高齢者
福祉課

介護予防活動の育
成・支援

高齢者の介護予防の強化を図るため「住民主体
の通いの場」の立ち上げや支援を行います。

実施 ▶ ▶ ▶

2箇所の「住民主体の通いの場」である筋力アップ体
操に取組む住民グループを立ち上げました。既存の
グループと合わせて、看護師による定期的な体力測
定や、理学療法士や歯科衛生士を派遣し、高齢者自
身で介護予防に取り組む仕組み作りを継続しました。
また、更に積極的に住民が主体となって取り組めるよ
う、リーダーの育成支援に力を入れ、楽しく自主的に
継続的に介護予防に取組むための「きさらづ筋力アッ
プ体操交流会（リーダー育成支援）」の回数を増やし、
2回開催しました。

b

「住民主体の通いの場」である筋力アップ体操グルー
プは、この4年間で新たに28箇所立ち上がり、現在、
34箇所のグループで、約640人が介護予防活動を実
践しています。
「住民主体の通いの場」の立ち上げ支援だけではな
く、専門職派遣による指導や健康教育のほか、リー
ダーの育成支援を兼ねた交流会の開催など、主体
的・効果的に行うための継続支援を実施しました。

b

78

８　多様な暮
らし方又は働
き方に資する
ための環境を
整備する

№８　笑顔あ
ふれる地域で
子育て応援プ
ロジェクト

健康こ
ども部

子育て
支援課

妊娠・出産・子育て
への連続的支援

実施 拡充 実施 ▶

　乳幼児健康診査事後フォローとして、親子教室を展
開することで子どもの発達を保護者と共にみることが
できました。子育ての孤立感を防ぎ、発達に応じてこ
ども相談等利用できる支援事業へと繋ぐことができま
した。入園後のフォローとして巡回相談を拡充すること
ができ、個別から集団へ切れ目なく支援できるように
なりました。
　発達相談事業を展開する中で、発達支援の各種事
業実施のみの支援だけではなく、事業利用後の子ど
もの成長にあわせた継続的な支援が必要となってい
ることから、支援の必要なケースに対して、他課や関
係機関との情報共有の機会をつくり、切れ目ない支援
の充実を図りました。

a

子育て世代包括支援センターが設置されそれぞれの
役割で子育て支援が担えるようになりました。
妊娠・出産期の支援については、産科医療機関等と
の連携、産前・産後サポート事業の充実が図れまし
た。
発達支援については、保護者から相談の他に所属先
や療育先からの相談も増えています。各機関から子と
保護者への見守りがかけられ、支援の連携がとれる
ようになりました。 a

79

健康こ
ども部

子育て
支援課

母子保健コーディ
ネーターによる母
子支援

検討 実施 ▶ ▶

母子保健コーディネーターは、令和元年度末現在6人
が稼動しており、要支援妊婦のきめ細かなフォローが
できています。必要に応じて地区担当保健師等への
連携など、切れ目ない妊婦支援のシステムが構築さ
れてきています。
　また、産前サポート事業であるプレママ講座や令和
元年度の新規事業である経産婦向けのママ広場の企
画運営にも携わることで妊娠中の支援がより強化され
ました。

a

6名の助産師保健師が母子保健コーディネーターとし
て稼働しており、妊娠届出時の保健指導業務と妊婦
のフォロー、プレママ講座の講師と、妊娠出産の支援
を専門性を生かして職務にあたっています。
　助産師ならではの視点が生かされ不安を抱えた妊
婦にとっては心強い存在になっています。
不安を抱えた妊婦のニーズに応えた事業展開ができ
ました。

a

生活支援コーディネーターを配置していない地区への、配置の在り
方を検討し、さらに生活支援体制整備事業の拡充が出来るよう取
り組み、在宅高齢者への生活支援サービスの提供を推進します。

「住民主体の通いの場」である筋力アップ体操に取組む住民グ
ループが、対象が高齢者であるため活動中止をするグループもあ
ることから、新規立ち上げを継続します。
また、引き続き、取組みの継続支援のため、専門職による指導・健
康教育やグループ同士の交流会の開催を実施し、地域における介
護予防活動の支援を行っていきます。

妊娠・出産期の支援については、妊娠中の栄養指導の充実、周産
期メンタルヘルス等の支援など、拡充に努めます。
発達支援の各種事業実施のみの支援だけではなく、事業利用後
の子どもの成長にあわせた継続的な支援が必要であることから、
事業の民間委託や発達支援センターの設置等を検討していきま
す。

母子保健コーデネーターの専門性を生かし、引き続き妊産婦への
支援をしていきます。
安心して子育てができる環境づくりのため、日々の業務のなかか
ら、子育てタクシーやヘルパー事業、外出支援（子育て応援スポッ
ト）、多胎児支援等について、ニーズの把握に努めます。

　4年間の取組は、評価されるものの、地域への意識が低くなって
いることなどを理由に消防団員数は年々減少しており、814名（昭
和49年度　市最大数）だった団員数は、令和2年度では498名と初
めて500名を割り込みました。
　今後は、消防団と自主防災組織との連携強化に向けた取組は継
続して実施し、新たな消防団員確保に向け、消防団員募集のPR動
画作成や大規模災害時のみに活動する「（仮称）機能別分団大規
模災害部」の創設等の取り組みを進めていきます。

災害協定等を積極的に周知するとともに、既に締結している事業
所とは、改めて内容を整理するとともに、新規事業者とは積極的に
災害協定の締結を行います。

安心して子育てができる環境づくりとして、妊娠
期から子育て期にわたって、切れ目ない健康づ
くりへの支援を行う母子保健コーディネーターを
配置するとともに、「子育て世代包括支援セン
ター」の設置に向けた取組を進めます。また、児
童の預かりの手助けをして欲しい方と、手助けを
できる方が、身近な地域で子育ての相互援助を
行うファミリーサポートの取組を推進するととも
に、保育園の待機児童解消に向け取組を進めま
す。さらに、子育て期の女性を対象とした就労支
援を行います。

12 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。
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基本理念
スケジュール 本取組における４年間の評価等

４年間の取組結果を踏まえた今後の方針

80

３　多様なあ
り方を認め合
い、支え合う、
自立した地域
社会の仕組
みを構築する

８　多様な暮
らし方又は働
き方に資する
ための環境を
整備する

№８　笑顔あ
ふれる地域で
子育て応援プ
ロジェクト

健康こ
ども部

子育て
支援課

子育て世代包括支
援センター設置に
向けた取組

検討 準備 設置 ▶

子育て世代包括支援センターの母子保健・子育て支
援事業、発達相談事業の各種事業を実施。
センターの周知がなされ、利用者が増加しています。

a

子育て世代包括支援センターの母子保健・子育て支
援事業、発達相談事業の各種事業が順調に稼働して
いるものの、発達支援部門のニーズが高まっていま
す。 a

81

健康こ
ども部

子育て
支援課

ファミリーサポート
の充実に向けた取
組

準備 実施 ▶ ▶

平成30年度より、社会福祉協議会への委託として事
業開始。令和元年度3月末現在、提供会員122人、依
頼会員269人、両方会員27人をあわせて418人となっ
ています。請西地域子育て支援センターを会場にファ
ミサポの受付や利用相談を開始しました。

b

提供会員、依頼会員、両方会員の登録人数の目標を
達成できてるものの、利用者や援助内容の固定化が
課題であります。

b

82

健康こ
ども部

こども
保育課

保育園の待機児童
解消に向けた取組

地域型保
育事業所
３園開園

認定子ど
も園１園

開園

許可保育
所１園開

園

既存保育
園増築

平成３１年４月１日木更津社会館保育園増築工事が
完了し、新棟が開園したことにより、待機児童数は減
少したものの、待機児童の解消には至っていない状
況です。
その他、うみまち保育園の創設（社会福祉法人長須
賀保育園）及び畑沢くじら保育園の創設（NPO法人
キッズなび畑沢）により、令和２年４月１日より合計１３
９名の受入れが増加します。

a

待機児童の解消には至っていませんが、施設整備を
行い待機児童受入数の確保に努めた結果、待機児童
数は４年間で減少しました。

b

83

経済部 産業振
興課

子育て期の女性の
就労に対する支援

検討 実施 ▶ ▶

昨年度に引き続き、子育て中の女性を対象に、e-ラー
ニングと対面講義を組み合わせた「初心者向けパソコ
ンセミナー」を、2期（各4回）実施しました。また、企業
内保育施設導入企業等と求職者とのマッチングを行
いました。保育サービスと一体で実施したことから、定
員30名（各回15名）のところ、計27名と多くの方に参加
していただくことができました。追跡調査結果から、就
職（転職）できたかたは３名という結果となりました。

b

平成２９年度から開始した本事業について、保育サー
ビスと一体で実施したことから、毎年多くの方に参加
いただいており、再就職にあたり、本セミナーでの受
講がいかされているという結果となりました。
子育て期女性の就労に関して、市ホームページへの
掲載や、窓口備付の対応はできましたが、関係課へ
の情報共有ができていなかったため、今後は関係課
との情報共有に努めます。

b

84

企画部 地方創
生推進
課

男女共同参画の推
進

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に
発揮することができる社会をめざして、男女共同
参画の推進やワーク・ライフ・バランスの促進を
図ります。

実施 ▶ ▶ ▶

例年どおり男女共同参画情報紙（デュエット）を発行し
ました。また、男女共同参画フォーラムを2回開催し、
ワーク・ライフ・バランスの内容を取り入れた講演を実
施しました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため
フォーラムを1回自粛した影響により、全体の参加者
は平成30年度より減少しましたが、内閣府主催の
「Let’s be a STEM Girl ～地域から未来の理工系女
子を～」を開催し、理工系女子の立場から仕事・学業・
プライベートの両立についての講演を行い、ワーク・ラ
イフ・バランスの推進に努めました。
（令和元年度男女共同参画フォーラム参加者：第1回
48人、第2回32人、Let’s be a STEM Girl参加者：77
人）

b

毎年開催しているフォーラムの参加者は年々増加傾
向にあり、男女共同参画の推進やワーク・ライフ・バラ
ンスの促進に一定の効果があったと考えられます。ま
た、毎年、庁外委員で構成される木更津市男女共同
参画推進委員会で、木更津市男女共同参画計画に
基づく各事業の評価・検証を行い、施策の推進を図り
ました。

b

85

健康こ
ども部

子育て
支援課

子ども家庭総合支
援拠点設置に向け
た取組

次の３つの要因に対応するため、子ども家庭支
援拠点を設置します。
①児童虐待の増加及び重症化に対するための
体制強化。
②児童福祉法及び児童虐待防止法の改正に伴
い、虐待事案の一部が児童相談所から送致され
ることになったこと、家庭的養護の推進により施
設措置から在宅支援になったこと等による虐待
事案急増への対応。
③平成30年度から稼動する「子育て世代地域包
括支援センター」により想定される児童虐待事案
の増に対応するための体制強化。

－
検討・準

備
実施 ▶

令和元年度の児童相談件数は455件（前年度比16人
減）でしたが、児童虐待相談件数は312人（前年度比
12人増）と微増しています。また、妊娠期から支援が
必要な特定妊婦数が17人（昨年度比8人増）と倍増し
ており、個別性が高くきめ細やかな支援が必要になっ
ています。
要保護児童対策地域協議会代表者会議では、講師を
招き児童虐待予防対応についての講演を行い、協議
会構成機関が課題を共有し、それぞれに役割分担を
もって連携して対応することの重要性について周知し
ました。
更に、児童相談管理システムを住基連携させ、転入
出等を即日に把握し適切な対応をすることができまし
た。

a

子ども家庭総合支援拠点を設置し、相談員の増員や
住基連携をするなど、児童虐待対応のための体制強
化を図りました。

a

86

健康こ
ども部

子育て
支援課

乳児家庭全戸訪問
（里帰り出産分）の
家庭訪問に向けた
取り組み

乳児家庭全戸訪問のうち、未実施であった市外
で里帰り出産分し、本市へ戻った家庭に対しモ
デル的に主任児童委員による家庭訪問を実施
し、本市の子育て支援情報を届け合わせて、相
談があれば子育て支援課に繋げるなど、平成３
０年４月の子育て包括支援センターの稼動の準
備とし、子育て世代包括支援センター設置後に
本格実施をする。

－
検討・準

備
実施 ▶

市外で里帰り出産分し、本市へ戻った家庭に対し主
任児童委員による家庭訪問を47件実施し、本市の子
育て支援情報を届け合わせて、相談があれば子育て
支援課に繋げることができました。

a

主任児童委員が家庭訪問をするための研修体制の
構築から実施までの体制を整えることができ、主任児
童委員の役割のひとつとして位置づけることができま
した。

a

市外で里帰り出産分し、本市へ戻った家庭に対し主任児童委員に
よる家庭訪問を引き続き実施し、本市の子育て支援情報を届ける
とともに、必要に応じて子育て支援課に相談者をつなげます。

〇利用者の拡大を図るために、公共施設での預かりができるよう
場所の検討をします。
〇提供会員になるための研修会の工夫をします。（オンライン研修
の導入など）

今後の保育ニーズを把握しつつ、施設整備の他に、公立保育園の
民営化や人材派遣等の民間活力を活用した保育士確保を実施す
ることにより、待機児童の解消を図ります。

事前にパソコンスキルについて簡単なアンケートをとり、スキル毎
に講座内容を調整するなど開催方法について検討します。
また、関係課への情報共有に努めます。

男女共同参画フォーラムでは、参加者が増加傾向にあり、男女共
同参画の推進及びワーク・ライフ・バランスの促進に有効であると
考えられるため、引き続き多くの方に参加していただけるように、関
心の高い内容の選定や会場選び、集客のための情報発信などに
努めます。また、木更津市男女共同参画計画（第4次）に基づく事
業について評価・検証を行うとともに、具体的施策の推進を図って
いきます。

子ども家庭総合支援拠点を設置したことで、増加、重篤化する児
童虐待に対応することに加え、令和２年４月１日、施行された「養育
支援訪問事業実施要綱」にのっとり養育支援を行うことで、虐待の
発生予防に努めます。

子育て世代包括支援センターの母子保健・子育て支援事業、発達
相談事業の各種事業が順調に稼働しているものの、発達支援部
門のニーズが高まっていることから、子育て世代包括支援センター
とは別に発達支援センターの設置などを検討する必要がありま
す。

安心して子育てができる環境づくりとして、妊娠
期から子育て期にわたって、切れ目ない健康づ
くりへの支援を行う母子保健コーディネーターを
配置するとともに、「子育て世代包括支援セン
ター」の設置に向けた取組を進めます。また、児
童の預かりの手助けをして欲しい方と、手助けを
できる方が、身近な地域で子育ての相互援助を
行うファミリーサポートの取組を推進するととも
に、保育園の待機児童解消に向け取組を進めま
す。さらに、子育て期の女性を対象とした就労支
援を行います。

13 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。



具体的な取組・その他の主な取組（R1年度及び総括）

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 取組結果 評　価 取組結果 評　価

担当部
令和元年度取組結果事

業
№

担当課施　策 取組等の概要具体的な取組 その他の主な取組
リーディング
プロジェクト

基本理念
スケジュール 本取組における４年間の評価等

４年間の取組結果を踏まえた今後の方針
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３　多様なあ
り方を認め合
い、支え合う、
自立した地域
社会の仕組
みを構築する

８　多様な暮
らし方又は働
き方に資する
ための環境を
整備する

№９　自然×
利便性のまち
木更津で暮ら
そうプロジェク
ト

経済部 産業振
興課

移住・定住の相談
窓口の設置

検討 実施 ▶ ▶

令和元年度の移住定住相談窓口への相談件数は33
件でした。電話等も含めた相談件数は52件と、約6割
の相談が窓口でした。相談のうち31件が東京・神奈川
在住であり、木更津市の豊かな自然と対岸へのアク
セス性の点に魅力を感じたという意見が多くありまし
た。6月にはハローワークと連携し、本市への移住を
検討されている方向けの「木更津でお仕事さがし合同
就職説明会」を開催し、68名に参加していただき、10
名の方が採用という結果になりました。
その他、農業法人と連携して、一泊二日の体験型イベ
ント「木更津暮らし体験」を実施し、県外から6名の方
にご参加いただきました。二日目の市内散策では、木
更津の富来田地区から請西・ほたる野地区、金田地
区まで、木更津市の様々なエリアをＰＲしました。

b

平成２９年度から移住定住相談窓口を設置し、多くの
方に相談にお越しいただいており、令和2年3月31日
時点で１７０件の相談に対応しました。相談件数の内
訳は、窓口が３７件、電話が３７件、メールが８件、イベ
ント開催時が８８件となっております。（計１７０件）

a

88

都市整
備部

住宅課 空家バンクを活用
した移住・定住の
促進

検討 一部実施 実施 ▶
空家バンクを運用し、売買2件、賃貸１件の計３件の成
約がありました。 b

空家バンクの運用開始してから、実績として売買４
件、賃貸３件の合計７件の成約をすることができまし
た。 b

89

都市整
備部

住宅課 空家リフォームに
対する支援 検討 ▶ 実施 ▶

空家バンクに登録された空家のリフォームに対する助
成制度を運用し、１件について補助金を支出しまし
た。 b

空家のリフォームに対する助成制度を運用開始して
から、実績として合計３件この制度を利活用されまし
た。 b

90

市長公
室

シ
ティープ
ロモー
ション課

オーガニックシティ
プロモーションの推
進

検討 実施 ▶ ▶

前年に引き続き、既存の媒体（地元メディアや県域FM
を活用した情報発信番組を制作・放送、Facebookや
YouTube等のSNS）による情報発信を行いました。
加えて、市公式アプリケーション「らづナビ」の運用開
始や市公式Twitterの創設により、前年よりも広くシ
ティプロモーションを実施することにより、更なる市の
魅力発信・イメージアップを図りました。

b

各課が積極的に事業へ取り組んだことにより、「移住・
定住相談窓口」の設置、「空家バンク」の創設、「空家
リフォーム助成事業」の創設など、取組概要について
は概ね達成できたと考えられます。
また、広報紙・ホームページ・アプリケーション・メール
システム・SNSといった、多様なツールを活用したプロ
モーションについても、「発信する」ということに関して
は概ね達成できたと考えられます。

b

91

９　市内外の
多様な主体と
の連携を推進
する

№１０　世界と
つながる木更
津プロジェクト

企画部 地方創
生推進
課

国際交流の推進 多様な主体との連携を推進するため、関係機関
と協力し、市民レベルの交流をはじめ、姉妹都市
や友好協定の締結都市等との交流を深めます。
また、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催に向け、市民の国際理解を促進するとと
もに、事前キャンプ地誘致に向けた取組を推進
します。さらに、市や企業、商店、学校等でフェア
トレード商品が広く浸透し、その普及を継続して
推進するフェアトレードタウンへの認定をめざし
た取組を進めます。

推進 ▶ ▶ ▶

令和元年7月26日に、ベトナム社会主義共和国ダナン
市と投資、文化、観光、人材等の分野での覚書を締
結し、５つ目の友好都市となりました。この覚書に基づ
き、関係各課において越日文化交流フェスティバルへ
の出展や、介護人材受入を目的としたダナン市訪問
等の事業が行われ、それぞれの分野でのグローバル
化の促進のきっかけとなりました。
また友好都市のひとつであるボゴール市があるインド
ネシアには大使館を通じ、本市のブルーベリー苗の寄
贈が行われ、国を超えた交流事業が実現しました。

a

アクションプラン策定時には2件であった友好都市も5
件に増加し、訪問受入や学生交流等、各都市との
様々な交流を通じ、本市の国際化施策の推進に努め
ました。

b

92

企画部 地方創
生推進
課

２０２０年東京オリ
ンピック・パラリン
ピック事前キャンプ
地誘致への取組

推進 ▶ ▶ ▶

事前キャンプ誘致については、平成31年4月に駐日ナ
イジェリア連邦共和国（以下、「ナイジェリア」という）特
命全権大使を代理人として、ナイジェリア青年・スポー
ツ大臣と事前キャンプ実施に向けたMOU（覚書）を締
結しました。また、ホストタウンの申請を行い、8月には
ナイジェリアのホストタウンとして認定されました。11
月にはキャンプ詳細の調整を行うため、ナイジェリア
本国へ渡航し、その中で新たに青年・スポーツ大臣に
就任したサンデー・ダレ大臣と直接覚書を締結しまし
た。
オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成にかか
る取組については、協議会を通じ、市が主催する各種
イベントへ、ナイジェリアのホストタウンであることの周
知を行うブースの出展や、木更津PR大使である中尾
彬さんを起用した、ホストタウン周知ポスター等を作成
しました。また、市民の国際文化理解向上、大会にむ
けた機運醸成を図るため、市内図書館、公民館でナイ
ジェリアに関する展示を行いました。スポーツ面では、
オリンピアンを招いてのスポーツ教室、市内市立中学
校２学年全クラスを対象にアスリートが夢を持って取り
組むことの大切さを伝える「夢の教室」等を実施し、ス
ポーツ意識の向上を図りました。２月末にナイジェリア
青年・スポーツ省から具体的なキャンプ詳細について
連絡があり、キャンプ実施に向けて大きな進展があり
ましたが、３月２４日に、東京２０２０大会は延期の決
定がされました。

a

推進協議会アドバイザーの協力により、駐日ナイジェ
リア大使館関係者を、市主催イベントへ継続的に招待
したことや、大使館訪問、手紙のやり取り等を定期的
に行うなどして大使館との良好な関係づくりに取り組
んだことが実を結び、平成３１年４月に「２０２０年東京
オリンピック・パラリンピック競技大会に出場するナイ
ジェリア選手団の事前キャンプに関するナイジェリア
連邦共和国と木更津市の覚書」を締結することができ
ました。
また、ナイジェリアへ訪問した際も新たに就任したサン
デー青年・スポーツ大臣と再度覚書の締結をすること
が出来ました。

a

93

企画部 地方創
生推進
課

フェアトレードタウ
ン認定に向けた取
組 検討 広報啓発 ▶ ▶

市ホームページにおいて、フェアトレードについて掲載
したページを作成し、広報啓発を行いました。また、Ｇ
ＯＴＳ認証を受けたオーガニックコットンのトートバッグ
を協議会のオリジナルグッズとして作成しました。 c

認定には様々な要件が課されることから、今期での認
定には至りませんでしたが、フェアトレードの理解を深
めるため、市ホームページ等を活用した普及啓発を行
いました。 c

94

企画部 企画課 広域連携の推進 君津地域４市で連携した取組を推進するため、
定期的に意見交換会を開催します。

実施 ▶ ▶ ▶

君津地域４市の意見交換会を開催し、まちづくりに関
する４市連携による取り組みについて、協議・情報交
換を行いました。
また、運営基盤の恒久的な維持向上のため、かずさ
水道広域連合企業団の事業開始や４市共同建設によ
る新火葬場施設、安房地域２市１町を加えた６市１町
による廃棄物処理施設については、新施設の供用開
始に向け広域的な連携事業に取り組んでいます。

b

広域連携を積極的に推進していくため、君津地域４市
の企画担当課長、企画担当部長及び副市長による意
見交換会を開催し、広域連携により取り組むべきテー
マ等について、協議を行い、各市で所管部へ具体的
な検討の働きかけに努めました。
現在取り組んでいる新火葬場事業及び広域廃棄物処
理事業のほか、令和２年４月から４市職員の相互派遣
により新たな人事交流が生まれ、広域連携による新
たな取り組みが創出されることを期待しています。

b

友好都市との交流について、各都市の提携内容に基づき、各課と
協力しながら様々な分野での事業を継続的に実施していけるよう、
方法や内容等について引き続き検討を行います。

東京２０２０競技大会が２０２１年夏に延期となったが、開催に向
け、ナイジェリアを迎える体制を高めるため、ナイジェリア側との調
整を緻密かつ慎重に行い、アスリートが持っている力を最大限発
揮できる環境づくりに取り組みます。その中で、市民ボランティアや
練習の見学会などナイジェリアのアスリートと市民が触れ合える場
面を設け、市民の国際意識向上、共生社会の進展に繋げていきま
す。

今期で認定に至らなかったため、引き続き、ＳＮＳ等を通じて普及
啓発を行い、より一層フェアトレードに対する理解と意識が向上す
るよう努めます。また、市内フェアトレード商品の取扱い店などの把
握を行い、認定される要件として満たしていない箇所を明確にし、
課題解決に努めます。

今後の人口減少・少子高齢化を踏まえ、市民の生活圏が拡大する
なか、多様なニーズに的確に対応するとともに、持続可能な行政
運営を図るため、引き続き君津地域４市などで意見交換会を開催
し、次代への新たなまちづくりを構築すべくあらゆる分野での広域
連携を探ってまいります。

移住を検討している方へ、「Twitter」「facebook」等の、新しい情報
発信ツールを活用し、移住相談件数の増加及び移住者の増加に
繋げます。
また、本市がメインターゲットとしている対岸の子育て世代へ、本市
の魅力をより一層PRするために、県外の移住イベントや県が行う
移住相談イベント、セミナー出展に積極的に参加します。

引き続き、空家バンク制度を運用し、希望者に対してコーディネート
を行い、更なる空家の利活用を図ります。

引き続き、空家バンクに登録された空家のリフォームに対する助成
制度を運用し、更なる空家の利活用を図ります

取組概要における「仕組みづくり」は構築できているため、今後は、
これらの仕組みに対する「魅力的な発信方法」を検討していく必要
があると考えます。
具体的には、PR大使や木更津ふるさと応援団といった、市内外に
発信力を持つ本市のサポーターをを活用して、多様な暮らしができ
る本市の魅力を発信していくことを検討していきます。

多様な主体との連携を推進するため、関係機関
と協力し、市民レベルの交流をはじめ、姉妹都市
や友好協定の締結都市等との交流を深めます。
また、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催に向け、市民の国際理解を促進するとと
もに、事前キャンプ地誘致に向けた取組を推進
します。さらに、市や企業、商店、学校等でフェア
トレード商品が広く浸透し、その普及を継続して
推進するフェアトレードタウンへの認定をめざし
た取組を進めます。

多様な暮らしが実現できる本市の魅力を活かし
た移住・定住を促進するため、ハローワークや関
連民間事業者等と連携し、相談窓口を設置する
など、希望者への支援を推進します。さらに、空
家バンクを創設し、希望者に対するコーディネー
トを行うなど、空家の利活用を図ります。また、空
家の購入者等に対し、リフォームに要する費用
の一部を助成します。あわせて、多様なツールを
活用し、住みたくなるまちとしての魅力を戦略的
に発信するためのシティプロモーションを推進し
ます。

14 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。



具体的な取組・その他の主な取組（R1年度及び総括）

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 取組結果 評　価 取組結果 評　価

担当部
令和元年度取組結果事

業
№

担当課施　策 取組等の概要具体的な取組 その他の主な取組
リーディング
プロジェクト

基本理念
スケジュール 本取組における４年間の評価等

４年間の取組結果を踏まえた今後の方針

95

３　多様なあ
り方を認め合
い、支え合う、
自立した地域
社会の仕組
みを構築する

９　市内外の
多様な主体と
の連携を推進
する

№１０　世界と
つながる木更
津プロジェクト

市長公
室

経営改
革課

公共施設相互利用
の促進

市内外の交流の活性化等を図るため、公共施設
の相互利用をめざし、市外料金の撤廃につい
て、近隣市と共同で調査・研究を進めます。

検討 ▶ ▶ 一部実施

相次ぐ自然災害への対応から、各市ともに連絡会議
の日程の調整が整わず、開催に至っておりません。

d

おおむね年２回の連絡会議を行い、規模の大きな公
共施設の近隣市の連携による共同設置、共同運営に
ついて、今後の可能性を検討していくことの必要性を
共通認識として確認しました。また、広域連携の第一
段階として、全国的に相互利用の実例が多い図書館
の相互利用の検討を行ないました。

b

各市とも公共施設の広域連携の必要性を認識しており、各市の連
携促進のため、今後も定期的に連絡協議会を開催し、公共施設の
特性に応じた、近隣市での相互利用や共同設置・共同運営の実現
に向け検討を進めます。

15 ページ
【参考】　ａ・・・プラン以上の取り組みを実施している。　ｂ・・・ほぼプランどおりの取り組みを実施している。

C・・・プランどおりには実施できていない。　ｄ・・・全く実施できていない。


